
サ

l
マ

i
ン
朝
時
代
の
奴
僕
己
罰
百
に
つ

西
紀
七
世
紀
以
後
の
西
ア
ジ
ア
史
料
、
即
ち
ア
ラ
ビ
ア
語
及
び
近

世
ベ
ル
シ
ア
語
で
書
か
れ
た
イ
ス
ラ
1
ム
史
料
に
は
、
種
々
な
性
格

を
も
っ
た
各
種
の
隷
属
民
が
あ
ら
わ
れ
¥
こ
れ
が
嘗
時
の
濁
裁
君
主

制
下
に
あ
る
西
ア
ジ
ア
祉
舎
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
に
問
題
と
し
よ
う
と
す
る
E

吋
己
削
5
3
「奴

僕
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
ウ
マ
イ
ヤ
朝
以
後
の
歴
代
イ
ス
ラ
}

ム
諸
王
朝
に
あ
っ
て
、
カ
リ
フ
の
手
足
と
な
り
、
税
金
の
強
制
と
り

た
て
に
従
事
し
た
り
、
近
衛
兵
と
し
て
戦
功
を
た
て
る
な
ど
、
各
方

面
に
活
躍
し
て
い
る
。

E
E一

5
5
=
と
い
う
語
は
、
「
淫
奔
で
あ
る
」

と
い
う
意
味
を
も
っ
ア
ラ
ビ
ア
語
の
動
調

EB--Bmt
の
汲
生

“u
g
 

「
若
い
男
」
と
い
う
の
が
本
来
の
意
味
で
あ
る
が
、
轄
じ
て

語
で
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「
若
い
奴
隷
」
と
か
「
小
姓
」
と
か
を
表
す
語
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

E

吋
己
削
自
主
(
奴
僕
)
と
い
う
語
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
史
料
に
お
い
て
は

て
佐

圭

四

郎

藤

J
E
E
-
-
(奴
隷
)
、

ま
た
、
近
世
ベ
ル
シ
ア
語
史
料
に
お
い
て
は

Eσω
ロa
O
F
-
-
(
奴
隷
)
と
い
う
語
と
な
ら
ん
で
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

と
き
に
は
互
に
相
通
じ
て
使
用
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

.
J
z
-
M
B
Z

- 55-

が

E
E門

H
E
-
-
t
の
関
係
に
お
い
て
記
さ
れ
て
い
る
賓
例
を
も
と
め

る
と
、
て
フ
ン
・
ハ
ウ
カ
ル
の
地
理
琶
の
ホ
ラ
!
?
ン
の
僚
に
、

「
〔
ギ
リ
シ
ア
人
及
び
ア
ラ
ビ
ア
人
の
〕
奴
隷
(
E
n
Z
A
)

で
あ
っ
て

h

。。

〔
ト
ル
コ
人
の
〕
奴
僕
(
『
巳
凶
自
)
の
こ
の
債
格
に
達
し
た
も
の
を

・
:
:
私
は
見
な
い
』

(
E
E
R
i
-
-
・:
:
:
B
E
R
'
E
ρ
弓
ヨ
凶

ヘ
剛
山
田
ロ
ロ
よ
ロ
・
J

E
F
E
g
b
F
ニa
A
回
目
印
円
。
日
百
吋

z
g
ミ
s

)

(

九
回
M
-
J
M
l
H
ω
・

)

と
あ
る
。
こ
れ
は
ホ
ラ
ー
サ
1
ン
に
お
い
て
買
買
ぎ
れ
て
い
る
ト
ル

コ
人
の
「
係
協
」

(
B
G
Z早
宮
門
町
)
が
債
格
に
お
い
て
む
、
容
貌
の

美
し
さ
そ
の
他
に
お
い
て
も
、
匹
敵
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
を
述
べ

た
の
ち
に
、
こ
れ
ら
の
ト
ル
コ
人
の
奴
隷
と
な
ら
ん
で
、

〔
ト
ル
コ
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グ
ラ

1
ム

人
の
〕
「
奴
僕
」
お
よ
び
ト

ル
コ
人
の

C
凶円一可山一打)

H
Y

ヤ
'
リ
ヤ
ツ
ト

「
女
奴
隷
」

ω
・0
0
0

デ
ィ

l
ナ
l
ル
と
い
う
最
高
の
債
格
を
も
ち
、
ギ
リ
シ
ア
人

ラ
キ
I
グ

M
Y

ヤ
l
リ
ヤ
ツ
ト

お
よ
び
ア
ラ
ビ
ア
人
の
奴
隷
及
び
女
奴
隷
も
こ
の
債
絡
に
及
ば
な
い

こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
E
『
己
凶
ヨ
=
と

zsos--
が
併

記
さ
れ
、
且
つ
相
遁
じ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
賓
例
で
あ
る
。
次
は
、

ム
カ
ッ

ダ
シ

!
の
地
理
書
の
マ

l
ワ
ラ

l
ア
ン
ナ
フ
ル
の
僚
に
、

。
。

「
閥
税
は
・
:
-
J
J
-
-
ジ
ャ
イ
フ
1
ン
河
の
流
域
に
お
い
て
、
奴
隷

(吋

2
Z
)
に
つ
い
て
重
く
、

。。
奴
僕
(
吋
三
削
ヨ
)
を
渡
河
さ
せ
な
い
。」

(
怠
'
合
円
出
σ
ε
:
・
:
苫
ω

〆
a

ス
ル
タ

l
ン
の
通
過
誼
が
な
け
れ
ば
、

σロロ白

E
'
O飢
え
勺
』
巳

σロ
ロ
コ

イ
a
BO
SH
d
E
}削
ω

ミ
σσ白「口
一口
白

『

Z
Z
EB
-
-
g
z
oE
aE
N
R
E
g
g
-
ω
z
-
E
H
)
(
時肝一
ω
8・
)

ス
ル
タ
ー
ン

ヲ

キ

1
グ

グ

ラ

と
あ
る
。
こ
れ
は
サ
1
7
1
ン
朝
の
君
主
が
ト
ル
コ
人
の
奴
隷
や
奴

l
ム僕

を
濁
占
的
に
手
中
に
お
さ
め
る
た
め
、

そ
れ
ら
が
ジ
ャ
イ
フ

l
ン

河
(
オ
ク
ス
ス
。

ug∞
河

1
ア
ム
向
〉
ヨ
含
江
白
)
を
渡
る
と
き
重
い

ス
ル
タ
l
シ

閥
税
を
課
し
、
そ
れ
と
引
換
え
に
渡
さ
れ
る
君
主
の
遁
過
詮
が
な
け

れ
ば
渡
河
を
許
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
述
ベ
た
も
の
で
、
E
コ
己
川
即
日
=

と

=
E
A
S
-
-
と
が
相
通
じ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
質
例
で
あ
る
。

次
ぎ
に
、
E
M
、
己
山
吉

=

が

=
σ白ロ仏

ov
--(奴
隷
)
と
の
関
係
に
お

い
て
記
さ
れ
て
い
る
質
例
を
も
と
め
る
と
、
先
ず
、

セ
ル
ジ
ュ
ク
朝 も

の
宰
相

一一ザ

l
ム
・

ウ
ル
・
ム
ル
ッ
ク

Z
R凶
自
己
4

冨
ロ
Z
K
の
著同叫

作
と
停
え
ら
れ
る
「
シ
ャ

l
サ
ザ
ト

・
ナ

l
メ」

(ωぞ
凶
目白
門
Z
凶
50
3

ー
「
統
治
の
書
」
の
第
二
十
七
章
に
、

「
奴
僕
た
ち
(
E

5

5
・削
ロ)・

奴
隷
(
σ
ω
ロ
己
与
)
よ
り
成
る
二
百
騎

の
騎
兵
を
保
持
し
た
。L
(

仏
α名
目
的
門
印
印
可
削
吋
白
N

吋
己
凶
ヨ
凶
ロ
σ
白
ロ・

円山巾
F

己
叫山
門)「
ω-
2
・
2
帥

B
J
J

、

rHON-HNiHω・
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
サ

l
マ
l
ン
朝
の
将
軍
ア
ル
プ
テ
ギ
l
ン
〉

q
g包
ロ

が
君
主
か
ら
叛
逆
の
嫌
疑
を
う
け
、
配
下
の
ト
ル
コ

人
の
部
隊
を
ひ

き
い
て
イ
ン
ド
へ
向
う
途
中
、

フ
ル
ム
と
パ
ル

フ
の
中
間
で
サ

1
7

- 56ー

ー
ン
朝
の
軍
を
破
っ
た
こ
と
を
述
べ
た

一
節
で
あ
っ
て
、
Z
E
5
5
=

シ
ヤ
ー

と
E
σ
山
口
己
m
y
-
-
が
併
記
さ
れ
て
い
る

一
例
で
あ
る
。
次
に
同
じ
「統

ザ
ツ
ト
・
ナ

B
JR

。
。

治
の
書
」
の
第
二
十
七
章
は
、

「
奴
隷
た
ち
(
σ
g
E
m
山
口
)
が
奉
仕
の

と
き
に
騒
ぎ
を
惹
き
起
さ
ぬ
よ
う
、
か
れ
ら
の
行
動
を
規
整
す
る
こ

『
盟
問
件
・

2
帥

B
J

、

と
に
就
い
て
」

(
E・
E
・

-4
と
し
う
標
題
が
つ
い
て
い
る
が
、
そ

。。

「水運び・・・・・・・・・・
・
・
な
ど
の
奴
僕
た
ち

(
『
三
凶
ヨ
凶
ロ
)
L

の
内
容
は
、

「
F
U
-

己
・-u

h
F
W
J

(
H

叶

1
5・
)
、
或
は

「
侍
従
長
や
桓
機
官
と
と
も
に
〔
君
主
の
〕
傍
近

。
。
、
よ
σ】
門
戸
由
h
F

J

く
奉
仕
す
る
奴
僕
た
ち
」

(
51
2・
こ
と
な
っ
て
い
て
、
a
g
E同
'

m
m
山
口
=
が
a
J
z
-
削
円
吋
戸
川
山
口
=
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、

こ
の
雨
者
が
相
通
じ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。



=

E《
HEw-と
い
う
語
は
、
「
薄
く
あ
る
L

「
弱
く
あ
る
」

「
見
す
ぼ
ら

し
く
あ
る
」
「
奴
隷
身
分
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
を
も
っ

ア
ラ
ビ
ア
語

の
動
詞
z
g
g
ω
=
の
涯
生
語
で
v

「
薄
、い
」
「
弱
い
」
「
見
す
ぼ
ら
し
い
」

「生
れ
の
卑
し
い
」
と
い
う
形
容
詞
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な

朕
態
に
あ
る
「
奴
隷
」
を
意
味
す
る
。
ま
た

E
E
E
S
-
-
と
い
う
語

は
、
「
縛
る
」
「
監
禁
す
る
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
ベ

ル
シ
ア
語
の
動「監

言司

民

σωロ品目門目白ロ

「
縛
ら
れ
た
る」

の
過
去
分
詞
の
形
で
、

禁
せ
ら
れ
た
る
」
と
い
う
原
義
を
も
ち
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
朕
態
に

あ
る
人
、
即
ち

「下
僕
」
「
奴
隷
」
な
ど
を
意
味
す
る。

い
ず
れ
も
イ

ス
ラ
l
ム
史
料
に
お
い
て
「
奴
隷
」

を
表
す
の
に
最
も
ふ
つ
う
に

つ

か
わ
れ
て
い
る
語
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
語
と
併
記
さ
れ
、

ま
た
相
、通
じ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
二
、
ロ
節
目
z
と
い
う
語
は
、
こ
れ

を
表
す
も
の
と
解
さ
ね
ば
な

と
類
似
の
性
格
を

「も
奴Zつ
僕よ「
」非

は 自
「由
奴民
隷」
」

と
お
な
じ
よ
う
に
、

金
で

ら
な
い
。

か
れ
ら
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買
買
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
イ
ブ

ン
・
ハ

ヴ
カ
ル
の
地
理
害
に
内

内
》

内
》

「
奴
僕
(
『
巳
則
自
)
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ホ
ラ
l
サ

l
ン
に
お
い
て

。
。

。
。
。

ω
・
0
8
デ
ィ

l
ナ

1
ル
で
そ
れ
が
頁
賞
さ
れ
た

(ρ
包
一
σ
ど
〆
}
の

。

「
恒
国
C
A
-
-

ロ
J

を
私
は
見
た
」

F
旬、
H
H
l
H
N
)

シ
ヤ
i
サ
ツ
1
・
ナ
l
メ

と
あ
り
、

「統
治
の
書
」
に
は
、

「
〔
ア
ル
プ
テ
ギ

i
ン
は
〕
あ
る
日
、
三
十
人
の
ト
ル
コ
人
の
奴
僕

(
三
凶
日
)
を

F
ツ
か

(
H
R
E
o
v
σ
包
)
」
(
符
J

.Z
附
日
よ
)

と
あ
る
の
は
そ
の

一
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
奴
僕
に
は
、
ト
ル

コ
人

の
外
に
、
黒
人
の
出
身
の
も
の
が
あ
り
、
ま
た
お
そ
ら
く
ギ
リ
シ
ア

人
・

ア
ラ
ビ
ア
人
・
ス
ラ
ヴ
人

・
ハ
ザ
ル
人
な
ど
雑
多
な
種
族
の
出

身
の
も
の
が
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
が
、
最
も
重
要
な
も
の
は
い
う

ま
で
も
な
く
ト
ル
コ
人
で
あ
る。

ト
ル
コ
人
の
奴
僕
の
債
格
が
爾
徐

の
種
族
出
身
の
奴
僕
に
く
ら
べ
て
債
格
が
高
か
っ
た
理
由
を
説
明
し

て
、
イ
プ
ン
、

ハ
ウ
カ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う。

「も
の
わ
か
り
の
よ
い
こ
と
、
す
ぐ
れ
て
聴
明
な
こ
と
、
解
放
の

た
め
の
負
債
を
支
排
う
こ
と
」
(
包
巳
印
白
色
自
巳
自
民
白
色
'f
E
A
丘町

冨円円

S
Z鳥
2
由
主
)
(一日沼
山いH
問
、)

と
o
z
包
凶
;
と
い
う
語
は
、

E

包
削
=
(
「
支
排
う
」
)
の
汲
生
名
調

一回一

で
、
「
負
債
の
支
梯
い
」
を
意
味
し
、

ふ
つ
う
奴
隷
が
身
代
金
を
支

排
っ
て
奴
隷
身
分
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
こ

グ
ラ

t
ム

れ
ら
の

「
奴
僕
」
は
奴
嫁
財
産
を
も
つ

こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
た
も

少
し
く
の
ち
の
史
料
で
あ
る
が
、
イ
ブ

ン
・
パ
ト
ヴ

l
タ
の
緩
行
記
の
ア
デ
ン
の
僚
に
、
次
の
よ
う
な
挿
話

タ
1
ジ
ル
レ

が
記
さ
れ
て
い
る
。

即
ち
二
人
の
商
人
が
そ
れ
ぞ
れ
自
己
に
所
属
し

の
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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グ
ヲ
1

4

ス
1
グ

て
い
る
「
奴
僕
」
を
市
場
へ
や
っ
て
牡
羊
を
買
わ
せ
た
。
た
ま
た
ま

そ
の
日
に
は
市
場
に
一
頭
し
か
牡
争
が
い
な
か
っ
た

η
で
、
二
人
の

奴
僕
は
そ
れ
を
手
に
い
れ
よ
う
と
し
て
競
う
て
そ
の
値
段
を
ひ
き
あ

げ
、
遂
に
四
百
デ
ィ

l
ナ
l
ル
と
い
う
高
値
で

一
方
の
奴
僕
が
牡
羊

を
買
い
と
っ
た
。
そ
の
奴
僕
の
主
人
は
、
こ
の
奴
僕
が
自
己
の
所
持

金
を
す
べ
て
な
げ
だ
し
て
主
人
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
忠
賞
に
果

し
た
駐
を
嘉
賞
し
て
、
そ
の
奴
僕
を
自
由
の
身
に
し
て
や
っ
た
ば
か

り
で
な
く
、

一
千
デ
ィ

l
ナ
l
ル
を
あ
た
え
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、

他
の
一
人
の
奴
僕
は
、
主
人
に
よ
っ
て
打
榔
せ
ら
れ
た
上
に
、
自
己

の
財
産
を
と
り
あ
げ
ら
れ
て
、
主
人
の
も
と
か
ら
追
い
梯
わ
れ
た
、

ヘ一【σコ
切
曲
丹
・・

ロ
J

(Hah-可申
w
N
一)
。
原
文
に
よ
る
と
、
前
者
の
奴
僕
が
言
っ
た
こ
と

ば
と
し
て
次
の
よ
う
に
-
記
し
て
い
る
。

「
私
の
資
本

(5.印
日
巴
ム
)
は
四
百
デ
ィ

l
ナ
l
ル
で
あ
る
。
も

し
私
の
主
人
が
そ
の
債
格
を
私
に
返
し
て
く
れ
れ
ば
結
構
で
あ
る

が
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
私
の
費
本
を
そ
れ
じ
支
掛
っ
て
、
私
自
身

を
〔
主
人
の
叱
責
か
ら
〕
救
助
し
、
私
の
競
争
相
手
に
打
ち
勝
つ
の

~-σF弘
同

一
{

J

で
あ
る
。」

fa・にら・
4

と
。
こ
こ
に
「
資
本
」
と
課
し
た
=
3
.由

t) 

B 
白l
-(1同

と

つ
語
は

R
E
d
-
-
(
頭
)
と

z
g包
=
(
動
産
)
の
合
成
語
で
、
「
動
産
の
頭
」
を

意
味
し
、
=
s
-
巳
1
5山
明
、
(
「
動
産
の
根

」
)
と
と
も
に
、
ア
ラ
ビ
ア

語
で
「
商
業
資
本
」
を
表
す
語
で
あ
っ
て
、
近
世
ベ
ル
シ
ア
語
の

側

主
的
問
ム

ヨ
削

3
y

・・

(
「根
の
頭
」
)
即
ち
「
商
業
資
本
」
に
相
嘗
す
る
。

こ
の
イ
ブ
ン

・バ

ト
ゥ

l
タ
の
原
文
に
よ
る
と
、
こ

の
奴
僕
は
そ
の

主
人
の
輿
え
る
動
産
と
は
別
に
「
私

(
l奴
僕
)
の
資
本
」
を
所
有
し

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
後
者
の
奴
僕
に
開
し
て
原
文
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

。

。

。

。

「
か
れ
の
主
人
は
か
れ

(
1奴
僕
)
の
財
産

(
ヨ
包
ケ
ロ
)
を
取
り
上

げ
か
れ
の
も
と
か
ら
追
い
出
し
た
。
」
(
廷

ζ
)

い
っ
そ
う
は
っ
き
り
と
「
奴
僕
」
が
自

- 58-

と
。
こ
の
記
載
に
よ
る
と
、

己
の
「
財
産
」
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
従
っ
て

か
れ
ら
の
う
ち
に
は
、
財
産
を
蓄
積
し
て
自
由
を
噴
い
、
後
代
の
史

料
に
み
え
る

Z
E
E
-内
凶

E
σ
=
(
「
解
放
奴
稼
」
)
の
よ
う
な
、

一
段
高

い
身
分
を
獲
得
し
た
も
の
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
所
有
主
に
よ
る

「
奴
僕
」
の
解
放
は
イ
ス
ラ
l
ム
史
料
に
頻
見
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
右
の
イ
ブ
ン
・
パ
ト
ヴ

l
タ
の
記
載
に
は
、
牡
羊
を
手
に
入
れ

「
σF仏
よ

J

た
奴
僕
を
そ
の
主
人
は
「
解
放
し
た
」

(5
2
s
c叶∞・
5
)

ア
ル
・
ハ
l
デ
ィ
l
の
治
世

プ

ッ
・
タ
パ
リ
l
の
史
書
の
カ
リ
フ
、

元
年
の
僚
に
、

ア
リ
l
の
黛
が
メ
デ
ィ
ナ
に
叛
し
た
こ
と
を
記
し
、



マ
ム
ル
ー
タ

教
主
ア
サ
イ
ン
が
そ
の
兵
力
を
強
化
す
る
た
め
「
奴
隷
た
ち
」
を
「
解

放
し
た
」
(
忠
告
)
(
持
ら
l
p
)

と
あ
っ
て
、
こ
の
「
奴
隷
た
ち
」

(
B国
自
包
持
)
は
ま
た
「
奴
僕
た
ち
」
(
吋
己
凶

B
E
&
と
書
き
換
え
ら

れ
て
い
る
(
翠
乙
。
ま
た
「
統
治
の
書
」
に
も
妥
者
ア
リ
!
の

子
ア
サ
イ
ン
が
「
奴
僕
」
の
一
人
を
「
〔
私
は
〕
解
放
し
た
」
(
凶
N

包

zag)(見
・
臼
:
・
・
)
と
あ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
不
自
由
民
出
身
の
「
奴
僕
」
が
特
に
重
要
な
役

サ
1
7
1
ン
朝
(
∞
豆
J
S
C
)
お
よ
び
そ
れ
以
後

割
を
演
ず
る
の
は
、

の
ト
ル
コ
系
の
諸
王
朝
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
イ
ブ
ン
・
ハ
ウ
カ
ル

の
地
理
書
の
ホ
ラ
l
サ
l
ン
の
僚
に
、

寸
こ
の
種
類
の
も
の

(
lト
ル
コ
人
の
奴
僕
)
が
、

サ

l
マ
1
ン
朝

の
宮
廷
に
多
く
い
て
、

ホ
ラ
!
サ

i
ン
の
住
民
の
出
身
の
高
官
お
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よ
び
指
揮
官
に
従
属
し
て
い
る
」

(
B
E
E
E
Z百
九

町
内
百
円
軌
削

-ω
削
ヨ
削
ロ
者
m
w
h
F

ロ
年
三
日
ω句
者
白

F
A
ロd
〈

d
司
副
円
四
帆

『

Z
田口
0
・・口、
J

E
W
N
R凶
印
刷
え
)
(
島

N
U
J
?
5・

)

と
あ
っ
て
、
サ
1
7
1
γ
朝
の
宮
廷
に
は
多
く
の
ト
ル
コ
人
の
奴
僕

ロ
ヤ
リ
ー
ル

が
お
っ
て
、
ホ
ラ

l
サ
l
ン
出
身
の
侍
従
長
や
植
機
官
な
・ど
の
高
官

p
a
ン

ド

カ

l
イ
ド

及
び
君
主
に
直
属
し
た
軍
隊
の
指
揮
官
に
従
属
し
て
い
た
こ
と
を
特

記
し
て
い
る
。
以
下
こ
れ
ら
の
「
奴
僕
」
の
役
割
に
つ
い
て
さ
ら
に

}
内
曲
一
い
円
同

-a

詳
細
に
考
察
を
す
す
め
た
い
。

先
ず
第
一
に
「
奴
僕
L

が
従
事
す
る
し
ご
と
と
し
て
は
、
下
僕
と

し
て
各
種
の
賎
役
を
つ
と
め
る
こ
と
が
あ
る
。

「
統
治
の
書
」
の
第

二
十
七
章
に
、

「
水
の
捧
持
者
(
凶

σ針
。
・
兵
器
の
捧
持
者

(
g
-
m
0
・
B
G
・
酌

取
り
(
出
向
与
・
仏
凶
吋
)
・
衣
裳
の
捧
持
者
(
]
凶
ヨ
φ
昏
吋
)
そ
の
他
で

あ
る
奴
僕

(E-削
旨
)
、
及
び
侍
従
長
官
自
可

と
と
も
に

君
主
の
にーJ

傍
近 σ
くさl
仕 g
え・
1る植
奴。機
僕。官

(OB円
円

σロ
N
C『
閃
)

¥
自
己

-
Z曲
目
・
シ

戸
市
V
P
H
叶

1
U印

L
・

」

と
あ
っ
丈
、
君
主
が
所
望
し
た
と
き
に
水
を
捧
げ
も
っ
て
差
出
し
た

り
、
出
陣
の
と
き
な
ど
に
兵
器
を
奉
持
し
た
り
、
宴
席
で
酒
の
酌
を

- 59ー

し
た
り
、
君
主
の
衣
裳
を
さ
し
だ
し
た
り
す
る
し
ご
と
J

守
す
る
奴
僕

と
君
主
の
傍
近
く
奉
仕
し
て
書
翰
の
取
扱
を
す
る
な
ど
少
し
知
的
な

し
ご
と
を
す
る
奴
僕
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
し
ご
と
は
本
来
奴
隷
の
す
る
し
ご
と
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
同
じ

「
統
治
の
書
」
の
第
三
十
三
章
に
は
次
の
よ
う
な
挿
話
が
記
さ
れ
て

い
る
。
謙
一
=
一
同
者
の
正
統
な
後
継
者
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
還
に
ウ

マ
イ
ヤ
朝
の
た
め
殺
害
さ
れ
た
有
名
な
殉
教
者
ア
サ
イ
ン
・
ベ
ン
・

ア
リ

i
が
、
あ
る
と
き
数
圏
の
主
だ
っ
た
人
た
ち
と
命
日
食
し
て
い
た
。
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か
れ
の
「
奴
僕
L

の
一
人
が
食
物
の
入
っ
た
皿
を
か
れ
の
前
へ
は
こ

ア
サ
イ
ン
の
顔
や

衣
服
を
よ
ご
し
て
し
ま
っ
た
。
ア
サ
イ
ン
は
一
時
激
怒
し
た
が
、
そ

の
奴
僕
が
コ

l
ラ
ン
の
一
節
を
引
用
し
て
、
怒
り
を
抑
え
る
こ
と
が

ん
で
き
た
が
、
偶
然
そ
の
皿
を
と
り
お
と
し
て
、

神
意
に
叶
う
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
の
で
、
そ
の
過
失
を
許
し
た
ば

か
り
で
な
く
、
そ
の
「
奴
僕
」
を
自
由
な
身
分
に
解
放
し
て
や
っ
た

ヘ
目
的
同

-
Z同
g
J

(
釧

N

包

}
S
E
S
「
自
由
に
帰
す
」
)
C
H
F
H
H
l
H
N
¥
.
)

と
。
文
化
の
程

度
が
低
い
ト
ル
コ
人
を
は
じ
め
と
す
る
こ
の
よ
う
な
奴
僕
が
儀
雄
や

慣
例
の
や
か
ま
し
い
宮
廷
や
貴
族
の
家
庭
に
あ
っ
て
落
度
な
く
務
め

ω
 

を
果
す
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
、
奴
隷
の
ば
あ
い
と
お
な
じ
く
、
か

な
り
の
期
間
に
わ
た
っ
て
訓
練
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
奴
僕
は
買
わ
れ
て
か
ら
の
ち
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所

有
主
の
家
風
に
従
っ
て
教
育
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
「
統
治
の
書
」

の
第
二
十
七
章
に
は
、

。。
「
奴
僕
た
ち
は
、
買
わ
れ
た
と
き
か
ら
、
老
い
て
し
ま
う
ま
で
、

か
れ
ら
の
教
育
と
位
階
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
」

(
吋
ロ
】
似
ヨ
凶
ロ
:
:
:
。

R
℃

R
4
5ユ
山
口

B
R
E
E丹
問
郎
副
ロ
白
山
口

5
N
E
Z
H
R
E
B
E包
芯

凶

ロ

B
N
Z
Z『
出
。
青
山
口
仏

ヘ
虫
色
-
Z帥
B-シ

z
z
E
g号
自
門
)
「
8
・ω

1
品

・

)

と
あ
っ
て
、
か
れ
ら
奴
僕
は
買
わ
れ
て
か
ら
年
老
い
る
ま
で
、
こ
れ

ら
奴
僕
の
階
層
の
も
の
が
そ
れ
に
則
っ
て
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ペ
ル
ワ
リ
シ
ユ

「
教
育
」
を
う
け
、

い
規
範
を
守
っ
て
、
巌
し
い

マ
ル
タ
パ

y
ト

「
位
階
」
が
進
む
こ
と
を
記
し
て
い
る
。 そ

の
結
果
に
よ
っ

て
か
れ
ら
の

次
に
第
二
に
「
奴
僕
」
の
重
要
な
職
務
と
し
て
は
、
君
主
の
命
令

を
う
け
て
重
要
な
用
件
の
た
め
に
地
方
へ
汲
遣
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る。

一
例
を
あ
げ
る
と
、
重
要
な
訴
訟
が
お
こ
っ
た
と
き
宮
廷
か
ら

汲
遣
さ
れ
る
。
か
れ
ら
は
君
主
の
権
力
を
嵩
に
き
て
横
暴
な
振
舞
が

多
く
、
特
に
賄
賂
を
食
っ
て
人
民
を
苦
し
め
た
の
で
あ
る
。

「
統
治

- 60-

の
書
」

の
第
十
二
章
に
そ
の
弊
害
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い

る

「
そ
の
〔
訴
訟
が
取
扱
う
〕
債
値
が
二
百
デ
ィ

l
ナ

l
ル
で
あ
る
訴

訟
が
あ
る
と
す
る
。
奴
僕
が
行
く
と
、
か
れ
は
五
百
デ
ィ

l
ナ

l

ル
を
〔
手
数
料
と
し
て
〕
指
定
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
の
た
め

人
々
は
破
滅
し
、
貧
乏
に
な
る
。
」

(Hgロ
ヨ
白
ゲ
ゲ
凶

白
ロ
仏
M
W
N
O
V
-
-

削ロ

}
向
。

}戸山田門

色
。
名
目
的
同
色
宮
町
宮
門

E
5
5ゐ

σ巾・

5
5仏

【)叫ロ

'g内
同
色
町
ロ
凶
『

E
・
-NGS・
白
色
目
白
丘
。
ヨ
削
ロ
円
山
白
円
閉
口

E
s
t
-
z
E
Z
m
w
E
'
E
Eロ己
)
(
M
U
J
J
U
J
Bよ
)

と
。
こ
の
警
の
著
者
は
、
右
の
一
句
の
あ
と
に
績
け
て
次
の
よ
う
に

}
】
削
】



述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
重
要
な
用
務
で
な
い
以
上
は
、
奴
僕
を
汲
遺

ア
ア
ル

す
べ
き
で
は
な
い
。
止
む
を
得
ず
涯
遣
す
る
ば
あ
い
に
は
、
王
の
勅

旨
を
添
え
る
。
且
つ
、
奴
僕
が
そ
の
本
分
を
守
る
よ
う
に
、
そ
の
勅

旨
の
末
尾
に
、
こ
の
訴
訟
は
こ
れ
こ
れ
の
こ
と
に
聞
し
て
い
く
ら
の

金
額
に
相
暗
闘
す
る
も
の
が
争
い
の
掛
象
に
な
っ
て
い
る
、
だ
か
ら
定

め
ら
れ
て
い
る
よ
り
以
上
に
手
数
料
を
と
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
つ

「
目

σ山門同・・

J
o

け
加
え
る
必
要
が
あ
る
、
と

(
8・白
l

∞・)

ま
た
「
奴
僕
」
の
主
な
職
務
と
し
て
は
、
君
主
か
ら
命
ぜ
ら
れ
て

「
統
治
の
書
」
の

第
二
十
七
章
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。
サ
1
7
1
ン
朝
に
仕

え
た
ト
ル
コ
人
「
奴
僕
」
出
身
の
将
軍
ア
ル
プ
テ
ギ
1
ン
は
ホ
ラ
ー

税
金
の
強
制
徴
収
に
源
遣
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

サ
i
ン
線
督
と
し
て
三
十
年
あ
ま
り
も
り
っ
ぱ
に
治
め
た
有
能
な
人

グ
ラ
l
ム

物
で
あ
白
る
が
、
あ
る
と
き
配
下
の

「
奴
僕
」
二
百
人
を
あ
つ
め
て
次

闘

の
よ
う
に
命
令
し
た
。
フ
ル
ジ
尚
己

ε族
と
ト
ル
コ
マ
l
y
の
住
ん

で
い
る
地
方
へ
赴
き
、
か
れ
ら
が
支
梯
う
よ
う
に
き
め
ら
れ
て
い
る

税
金
を
徴
収
し
来
れ
と
。
奴
僕
た
ち
は
か
れ
ら
の
住
地
へ
赴
い
た
が
、

爾
種
族
と
も
税
金
を
支
挑
う
意
志
が
全
く
な
い
。
奴
僕
た
ち
は
腹
を
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た
て
て
、
武
器
を
と
っ
て
か
れ
ら
と
戦
い
を
交
え
、
強
制
的
に
税
金

を
と
り
た
て
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
奴
僕
た
ち
を
統
率
し
て
い
た
サ

プ
ク
テ
ギ
l
ン

ωωσ
ロ

wzmz~ガ
ズ
ナ
靭
の
始
祖
い
喰
J

は
、
こ
れ
を

m

f
主
マ

プ
ム

l
ド

父

」

お
し
と
ど
め
て
言
っ
た
。
我
々
の
任
務
は
税
金
を
徴
収
す
る
こ
と
に

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
戦
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
高
一
敗
北
し

た
、は
あ
い
に
は
、
君
主
の
名
春
を
傷
け
る
こ
と
に
な
る

云
へ
と
。

ア
ル
プ
テ
ギ
l
ン
の
指
示
を
仰
い
だ
。
君
主
の

J
n
h
J
d

テ・・

質
問
に
答
え
て
サ
ブ
グ
テ
ギ
l
y
は
言
っ
た
。
「
奴
隷
』
の
本
分
は
、

か
く
て
蹄
還
し
て
、

た
だ
主
人
の
命
令
し
た
こ
と
に
全
力
を
蓋
す
に
あ
る
。
も
し
戦
う
こ

と
を
命
令
さ
れ
る
な
ら
ば
、
生
命
を
賭
し
て
従
事
す
る
で
あ
ろ
う
、

グ
ラ
'
ム

と
。
こ
の
君
主
は
大
い
に
稿
讃
し
、
か
れ
を
三
千
人
の
「
奴
僕
」
の
，

ヘ
2
2・
Z帥
g
J

騎
兵
を
指
揮
す
る
地
位
に
昇
進
さ
せ
た
、
と

(
8・8
1買
と
。

「
奴
僕
た
ち
」
が
「
力
ず
く
で
税
金
を
徴

を
と

~ 61ー

原
文
に
は
、

こ
れ
ら
の

収
す
る
」

(E-Nロ
吋
ヨ
ω
ご
um-∞
即
日
ロ
ωロ
仏
)
た
め
に
、
「
兵
器
」

『

2

一

色

由

罰

J

っ
て
戦
お
う
と
し
た

(Y1止
-

J

、
と
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
「
奴
僕
」

を
汲
遣
す
る
ば
あ
い
は
、
「
力
ず
く
で
」

(E'Nロ
『
)
、
即
ち
、
扶
況
に

よ
っ
て
は
「
兵
器
」
(
白
色
m)
を
と
っ
て
職
を
交
え
る
こ
と
を
も
鮮
せ

ず
、
強
制
的
に
徴
収
す
る
ば
あ
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
二
百
人
の
「
奴
僕
」
が
武
装
し
た

「
騎
兵
隊
」

(
H
巳
-)
で
あ

ヘ』

σ町内同・
J

っ
た
こ
と

(
8・
5
・
)
が
こ
れ
を
傍
誼
し
て
い
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
「
奴
僕
」
に
よ
る
強
制
徴
税
と
い
う
事
例
は
、
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サ
!
?
l
ン
朝
の
み
に
み
ら
れ
る
現
象
で
は
な
く
、

ア
ッ
パ
ー
ス
朝

の
と
き
に
も
類
例
が
あ
り
、
さ
ら
に
お
そ
ら
く
ウ
マ
イ
ヤ
朝
時
代
に

お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

一
例
を
あ
げ
る
と
、

ア
ッ
パ
ー
ス
朝
の
カ
リ
フ
、

ア
ル
・
ハ
l
デ
ィ
!
の
逸
話
を
記
し
た

ア
ッ
・
タ
パ
リ
l
の
書
の
一
節
に
、
ア
リ
l
・
ベ
ン
・
サ
l
リ
フ
と

グ
-
7
1
ム

い
う
カ
リ
フ
の
「
奴
僕
」
が
、
カ
リ
フ
の
名
代
と
な
っ
て
、
「
遊
牧
ア

か
ら
の
強
制
と
り
た
て
に
源
遣
さ
れ
、
三
日

¥
↓
同
σ

H

H

F

N

J

聞
に
わ
た
っ
て
苛
酷
な
と
り
た
て
に
従
事
し
て
い
る
一
E
r
島
!日巴ヤ・)。

原
文
に
は
、
「
人
民
か
ら
座
制
的
に
苛
酷
な
取
り
た
て
を
し
た
」

i

-

-

、
同

σHR凶
」
町
一
出

]f
J

(円山白色

5
5

』

m

凶
話
回
目
・
自
由
刑
白
r
g
d
g
g
ω
円
。
ぉ
)
(
M
O
l
g
N
L

・)

と
あ
り
、
ま
た
「
座
制
的
に
猶
改
を
輿
え
な
か
っ
た
」
(
釘
目
可
釦
N
-

』二『田内同・・
J

苫
ロ

2-z
同
二
円
HM
お
凶
ロ
ミ
)
(
g
N
b
・
)
と
あ
る
。

・
3
z
z
と
い
う

あ

ら

あ

ら

「
粗
く
あ
る
」

「粗
く
扱
う
」
「
苛
酷
に
取
扱
う
」
と
い
う
意
味

ラ
ピ
ア
人
」
(
印
イ
凶
σ円)

語
は
、

を
も
っ
動
詞
で
あ
る
。
ま
た

r
E
a凶
-FEw-
は
、
「
酷
使
す
る
」
「
虐

待
す
る
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
ア
ラ
ビ
ア
語
の
動
詞

z
官
U
B
ω
=

の
第
三
形
源
生
動
詞
E

包
E
B
白
=
の
動
詞
朕
名
詞

r
E
Zロ
自
己
=

の
複
数
形
で
「
虐
待
」
「
不
正
」
を
意
味
し
、
二
二
・

5
白
畑
山
口
B
3
で

「
不
正
に
」
「
座
制
的
に
」
と
い
う
意
味
に
な
る

0
1
れ
に
よ
っ
て
も
、

一
ヲ
ア
え

こ
の

「奴
僕
」
が
カ
リ
フ
の
「
名
代
」

(
5
6
と
い
う
権
力
を
北
問
景

と
し
て
、
遊
牧
ア
ラ
ビ
ア
人
か
ら
「
座
制
的
に
」
苛
酷
な
徴
税
を
し

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
・
イ
ブ
ン
・
カ
ヴ
タ

ー
ン
冨
ロ
ゲ
白
B
B
ω
門
同
志
ロ

語
」
(
同
C
仲
間

σ
五巴
σ
H
-
閉
山
百
円
噌
)
の
中
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

同
ハ
山
口
同
ロ
が
著
わ
し
た
「
イ
ン
ド
驚
異

あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
が
E
寓
の
富
を
積
ん
で
オ
マ
l
ン
へ
還
っ
て
き
た
。

そ
れ
を
嫉
妬
し
た
も
の
が
、
そ
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
カ
リ
フ
、

ム
ク
タ
〕
ア

ィ
l
ル
へ
議
訴
し
た
。

日
く
、

か
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
オ
l
マ
ン
の
知
事

に
賄
賂
を
贈
っ
て
、
十
分
の
一
税
を
兎
れ
て
い
る
、
と
。
カ
リ
フ
は

ハ
1
ヂ

イ

ム

グ

ラ

1
ム

自
己
の
「
隷
僕
」
(
宮
山
岳
ヨ
)
に
三
十
人
の
「
奴
僕
」
を
つ
け
て
オ
マ

- 62ー

!
ン
へ
汲
遣
し
、
そ
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
バ
グ
ダ
ー
ド
へ
召
還
し
、
E
額

の
罰
金
を
課
そ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
オ
マ
l
ン
の
商
人
た
ち
は
圏
結

し
て
こ
れ
に
反
抗
し
、
こ
の
カ
リ
フ
の
使
者
に
敵
意
を
示
し
た
。
形

勢
の
不
利
を
さ
と
っ
て
、

「
奴
僕
」
た
ち
は
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
一

千
デ

ィ
l
ナ

1
ル
を
と
り
あ
げ
た
だ
け
で
バ
グ
ダ
ー
ド
へ
引
上
げ
た
、
と

へ
窓
口
町
田
B
B
国
内
同
国
σロ
回
?
穴
R
S
F
同
夜
間

σ
‘
と
蛍

E

F
出
g
e
l
F
Z
B
ι
g

f

呂
町
吋
〈
叩
三
町
田
内
同
士

-HE巾・可
-H)同門戸
・
富田円
n
m
-
0
2
-
n|
吋
a

g
〉

E
Z

-u-一戸()叶・

--AF--J
o

匂

-
H
H
O
-
-
-
H
H・
」

次
に
「
奴
僕
」

の
果
し
た
第
一
二
の
役
割
、

し
か
も
最
も
重
要
な
役

割
は
、
君
主
の
近
衛
兵
と
し
て
、
手
足
の
よ
う
に
活
動
す
る
こ
と
で

王
朝
の
武
力
の
根
幹
は
ト
ル

あ
る
。
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
の
中
期
以
後
、



コ
人
の
傭
兵
に
お
か
れ
た
。
こ
の
齢
、

ホ
ラ

l
サ

l
ン
や
マ
l
ワ
ラ

-
ア
ン
ナ
フ
ル
に
成
立
し
た
い
く
つ
か
の
王
朝
に
あ
っ
て
も
同
様
で

あ
っ
向
。
こ
れ
ら
の
王
朝
は
、
い
ま
だ
遊
牧
民
と
し
て
の
風
習
を
失

っ
て
い
な
い
好
戦
的
な
ト
・ル

コマ

1
ン
斗
O
長
O

B
凶
ロ
を
領
内
に
移

住
さ
せ
て
、
物
質
的
な
給
養
を
あ
た
え
、
厳
し
い
訓
練
を
施
し
て
優
秀

な
外
大
部
隊
を
つ
く
り
あ
げ
た
。
と
こ
ろ
が
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
ト奴

ル
コ
マ

l
ン
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
た
傭
兵
部
除
と
な
ら
ん
で
、

僕
」
を
も
っ
て
編
成
し
た
い
わ
は
「
奴
隷
軍
隊
」
を
も
っ
て
い
て
、

こ
の
直
轄
部
隊
が
圏
内
の
治
安
維
持
や
劃
外
戦
争
に
功
績
を
た
て
た
。

「
統
治
の
書
」
の
第
二
十
六
章
に
は
、

「
奴
僕
た
ち
・
ト
ル
コ
人
た
ち
・
そ
の
他
と
同
じ
よ
う
に
奉
仕
す

B

る
ト
ル
コ
マ
i
γ
た
ち
」
(
叶
O
長
。
ヨ
削
ロ
凶
ロ

σ
R
S
F円
巳
コ
乙
'

¥ω-2・
2
回
目
・
シ

似
自
凶
ロ
ロ
叶
O
円W
凶
ロ
ロ

3
5ロ
門
同
日
刊
包
Bω

門

)(FN・
)

と
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
奴
隷
軍
隊
」
を
構
成
し
て
い
る
「
奴
僕
」

は
、
「
ト
ル
コ
人
」
即
ち
、
家
族
を
も
っ
て
土
着
し
、
傭
兵
と
じ
て
の

充
分
な
訓
練
を
つ
ん
だ
ト
ル
コ
人
、
及
び
「
ト
ル
コ
マ
l
ン
L

即
ち
、

い
ま
だ
部
族
集
圏
を
成
し
、
傭
兵
と
し
て
の
訓
練
に
習
熟
し
て
い
な

い
ト
ル
コ
人
、
'
と
は
一
臆
匡
別
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
そ
の

63 

相
違
臨
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
史
料
の
示
す
と
こ
ろ
に

よ
っ
て
推
測
す
れ
ば
、
次
の
離
が
相
違
駐
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
第

グ
-
7
1
ム

一
に
は
、
「
奴
僕
」
は

「
奴
隷
L

と
相
通
じ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
社
舎
を
構
成
す
る
一
種
の
身
分
で
あ
っ
て
、
ト
ル
コ
人
ば
か
り

で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
雑
多
な
種
族
出
身
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
。

第
こ
に
は
、
従
っ
て
「
ト
ル
コ
マ
l
ン
」
の
ば
あ
い
は
、
な
お
部
族

的
な
要
素
を
保
ち
、
集
圏
と
し
て
行
動
し
て
い
る
(
か
れ
ら
は
族
集

圏
を
成
し
て
い
る

R
E
E
o
v
-
-
H
e
g
;ロ
己
)
(
匂
~
凶
g-w)
の

.
に
謝
し
て
、
「
奴
僕
」
の
ば
あ
い
は
、
個
人
と
し
て
個
々
の
君
主
に
隷

属
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
粧
が
顕
著
な
差
遣
で
は
な
い
か
と
お
も
わ

シ
ヤ

l
pツ
ト
・

「
統
治
の

- 63ー

れ
る
。
そ
れ
で
は
南
者
の
類
似
黙
は
ど
う
か
と
い
う
と
、

ナ
1
メ

書
」
に
は
、
「
ト
ル
コ
マ

l
ン
」
が

「奴
僕
」
と
同
じ
で
あ
る
駒
を
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
ま
ず
「
奴
僕
た
ち
の
よ
う
に
L
(
σ

釦
円
切
符
え

『ロ
5
5凶
ロ
)
と
前
置
き
し
て
、

「
か
れ
ら
が
兵
器
の
扱
い
方
、と
奉
仕
〔
の
作
法
〕
を
皐
ぶ
・
・
・
・
・
・
た
め

に
、
か
れ
ら
の
た
め
の
館
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」

(
g
a
a
E
'品
g甲
σ身
白
色
仏
印
刷
門

W
O
F
-
-
:
:

包
息

苦
宮
え

z'ZαN自己
)

(

ω

↑1
L
J
E
--)

か
れ
ら
が
住
む
た
め
の
大
き
な
宿
舎

(1
館

g
品
) 包

-
同
町
ロ

と
述
べ
、

を
準

備
し
て
、
そ
こ
で
集
圏
的
に
起
居
さ
せ
、
兵
器
の
取
扱
い
方
や
君
主



64 

へ
の
奉
仕
の
作
法
に
習
熟
さ
せ
る
こ
と
を
奉
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
、
定
着
し
た
生
活
様
式
に
馴
れ
る
と
、
身
を
す
て
て
君
主
の
た

め
奉
公
す
る
気
持
に
な
る
。
そ
こ
で
「
奴
僕
た
ち
の
よ
う
に
」

E
丘町一)日、己削円
H
M

凶
ロ
)
と
後
記
し
て
、

五
千
ま
た
は
一
禽
が
指
定
さ
れ

た
奉
仕
の
た
め
に
騎
乗
す
る
」
(
『
向
者
山
内
科

woyσ
と
え
母
一
包

℃
白
旦
町
民
母
ロ

E
V
E
N符

E
'
H
E自
白

Z
E
Y
E
S
-
N白色

¥
.
σ
F
a
-
-
u
h
p
・J

似
白

S

E

Z門
口
密
E
E
)
(
V
I
S
-
)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
ト
ル
コ
マ

i
ン
」
と
「
奴
僕
」
と
の
共

通
酷
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
「
奴
僕
」
の
も
つ
性
格
を
示
す
も

「
必
要
な
と
き
は
い
つ
で
も
、

の
で
あ
る
。
こ
の
外
、
職
土
と
し
て
の
「
奴
僕
」
が
も
っ
属
性
と
し

て
、
次
の
こ
と
が
あ
る
。

ω
「
姓
名
が
登
鎌
さ
れ
て
い
る
」
(
ロ
凶
自

σ削可
M
E
E
E出
丹
)

ヘ
-σ
一
色
・
・
由
k
p
.
J

戸
町
l
由

」

ω
「
武
器
が
:
:
:
輿
え
ら
れ
た
」
(
日
立
:
:
:
。
包
自
己
)

ヘ
-σ
町
内
凶
よ
由
印
シ

F
H
0
.

」

ω
「俸
給
を
:
:
:
受
取
っ
て
い
る
」
(
ヨ
忌
畠

R
O
Y
---:::
ヨ
ャ

1
2
3
2
1
三
E
F
H
8
.
J

G
E
F
E
E
t
z
と
r
h
F
l印
・

」

ωは
「
ト
ル
コ
マ

l
ン
」
の
ば
あ
い
と
同
じ
で
あ
ち
、

ωは
正
反
劉

( 

。‘

で
あ
る
(
お
刊
明
記
を

jkbh%以
賞

、

b
h
u九
U
R
K
の)。

「
奴
僕
」
は
そ
の
占
め
る
位
階
に
阪
応
じ
て
携
帯
す
べ
き
武
器
が
官
給

さ
れ
て
い
る
(
後
述
)
。
「
奴
僕
」
が
死
ぬ
と
、
そ
の
武
器
は
後
任
者

に
輿
え
ら
れ
た
長
時
九
%
へ

A
古

川

持

主

暗

殺

ハ

九

の

「そ
の
班
長
の
武
器
を
か
れ
〔
サ
プ
F

テ
)
。

ωの
「
奴
僕
」
の
う
け
と
る

ギ

1
ン
〕
に
奥
え
た
。

F
E
-
-
u
h
y
H
0・
」

」

「
俸
給
」
に
つ
い
て
は
、
「
統
治
の
書
」
の
第
二
十
七
章
に
、
次
の
よ

う
な
記
載
が
あ
る
。

ア
ル
プ
テ
ギ
l
ン
が
ガ
ス
ナ
の
町
を
包
囲
し
た

と
き
、
布
告
を
出
し
、
代
債
を
支
梯
わ
な
い
で
強
制
徴
裂
す
る
こ
と

を
巌
禁
し
た
。
し
か
る
に
「
奴
僕
」
の

一
人
が
こ
の
命
令
に
違
反
し

-64ー

た
の
で
、
こ
れ
を
断
罪
に
慮
し
、
軍
律
の
峻
厳
を
示
し
た
云
々
、
と

(MM。臼
1
・W
H
O
P
)
。
こ
の
君
主
が
「
奴
僕
」
を
な
じ
っ
て
日
く
。

「
汝
は
毎
月
銀
貨
二
十
箇
を
俸
給
と
し
て
予
か
ら
受
け
取
っ
て
い

な
い
の
か
。
し
(
宮
「
ヨ
凶

F
m
E
2
w凶
口
問
自
己
似
削
E
B
F
R
E
E

-
M
!
?
i
E
3
2

コσ
-
P
H
O印
シ

=n==。U
D
F
B
E
と

F
A
H
1
印

・

」

と

以
上
の
ベ
た
「
統
治
の
書
」
に
み
え
る
サ
l
マ
l
y
朝
時
代
の
職

士
と
し
て
の
「
奴
僕
」
の
も
つ
特
性
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に

な
る
の
で
あ
ろ
う
。

ω特
別
訓
練
の
た
め
の
集
合
教
育
を
う
く
。

ω

騎
兵
で
あ
る
の
を
立
前
と
す
る
。

ω兵
器
は
官
給
で
あ
る
。

ω姓
名



が
登
録
さ
れ
て
い
る
。
同
毎
月
の
俸
給
を
受
け
て
い
る
。
以
上
の
五

離
が
事
げ
ら
れ
る
。
特
別
の
訓
練
を
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
給
料
を

支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
装
備
を
君
主
か
ら
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
「
奴
僕
」
が
、
農
民
か
ら
徴
募
さ
れ
た
武
器
自
排

の
未
熟
練
な
歩
卒
で
は
な
く
、
専
門
教
育
を
、
つ
け
た
一
種
の
職
業
軍

人
で
あ
る
こ
と
を
一
示
す
。

騎
兵
で
あ
っ
て
、
姓
名
が
登
録
さ
れ
て
い

て
、
必
要
に
庭
じ
て
い
つ
で
も
出
動
で
き
る
態
勢
に
あ
っ
た
こ
と
が
、

そ
れ
を
傍
謹
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
奴
僕
」
の
も
つ
こ
の
よ
う
な
胃
腸
性

F

こ
そ
、
「
傭
丘
(
」
と
汎
稿
さ
れ
る
も
の
に
普
遍
的
な
性
格
を
表
す
も
の

と
お
も
わ
れ
る
。
た
だ
傭
兵
と
根
本
的
に
異
る
黙
は
、
傭
兵
の
よ
う

に
契
約
期
聞
が
み
ち
る
と
雇
傭
主
の
あ
い
だ
を
渡
り
歩
く
自
由
を
も

た
な
い
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
れ
ら
戦
士
と
し
て
の
「
奴
僕
」
が
本

来
非
自
由
民
で
あ
る
之
と
に
因
る
。
「
統
治
の
書
」
の
第
二
十
七
章
に

は
、
こ
の
よ
う
な
職
土
と
し
て
の
「
奴
僕
」
に
つ
い
て
、
そ
の
等
級

づ
け
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
概
要
を
要
約
す
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
。
ま
ず
、
「
奴
僕
」
が
買
わ
れ
る
と
、
最
初
の
一
年
の
あ
い

ピ
ヤ

1
デ

t

「
歩
兵
」
(
立
百
号
一
回
)

1
4・
』
ふ
，

a

、

j

i

 

と
し
て
奉
仕
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ

6S 

る
。
か
れ
は
ブ
ハ

l
ラ
に
近
く
あ
る
ザ
ン
デ
ネ
!
と
い
う
村
で
つ
く

と
よ
ば
れ
る
木
綿
織
物

ら
れ
る
「
ザ
ン
デ
ネ
l
織」

(
N
印ロ己
O
H
M
g
可
)

の
衣
服
を
身
に
ま
と
い
、

、従
卒
と
し
て
馬
ま
わ
り
に
つ
き
し
た
が
ヲ

(ト均配
¥
J
U一)
。
こ
の

一
年
間
は
決
し
て
乗
馬
す
る
こ
と
を

許
・
さ
れ
な
い
ι

乗
馬
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
と
懲
罰
が
加
え
ら
れ
る
。

リ
ガ

1
ム

ド

ウ

7
1
ル

一
年
つ
と
め
る
と
、
口
の
中
に
舌
繋
帯
を
は
め
馬
勅
と
鐙
革
を
つ
け

た
だ
け
の
「
ト
ル
コ
馬
一
頭
」

(ω
告
白
川
山
吉
井
町
)
を
興
え
ら
れ
る
。
二

年
た
つ
と
ぶ
刺
」

(
A
向
丘
ロ
ユ
)
が
、
五
年
た
つ
と
、
上
等
の
「
鞍
」

(
N
E
)

と
、
星
の
飾
り
の
つ
い
た
「
馬
勤
」
(
】
石
川
町
ロ
)
と
、
絹
と
木
綿

の
混
織
り
で
あ
る
仏
凶
吋
身
と
よ
ば
れ
る
衣
服
と
、
環
に
つ
い
て
鞍

に
吊
さ
れ
る
「
鎚
矛
」
(
含
σロ
印
)
が
、
六
年
た
つ
と
、
豪
脊
な
色
彩

(

]

似

5
0
V
)

- 65ー

の
「
上
衣
」

が
輿
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
七
年
目
に
な
る

と

一
本
の
支
柱
と
十
六
本
の
杭
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
「
天
幕
」

が
輿
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
身
の
ま
わ
り
を
世
話
す
る

(
H
包
g
o
y
)

コ
一
人
の
「
奴
僕
」
を
ぢ
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
騎
兵
隊
を

指
揮
し
て
「
班
長
」
(
吉
伸

mEσ
際
問
「
室
の
長
」
の
意
)
と
い
う
絹
呼

を
う
け
る
。
そ
し
て
銀
で
縫
い
と
り
さ
れ
た
黒
い
フ
ェ
ル
ト
の
「
園

錐
帽
子
」

(
W
己
w
y
)
と
「
グ
ン
ヅ
ェ

l
織
の
上
衣
」
(
官
ー
σ似
ぷ
関
口
旦
各
)

を
つ
け
る
。
こ
う
し
て
七
年
つ
と
め
る
と
、
あ
と
は
そ
の
奴
僕
の
才

幹
に
よ
っ
て
、
騎
兵
隊
長

(
H

包二
u
臨
む
や
侍
従

(σ
裂
g
に
な
る

が
、
い
か
に
功
績
が
あ
っ
て
も
、
三
十
五
歳
に
な
る
ま
で
は
、

「太
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守
」
(
ゆ
百
円
『
)
の
総
統
を
、
つ
け
て
地
方
を
統
治
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

¥ω-凹
件

Z
凶
日
/

ぃ
、
云
々
と
(
缶
、
i
N
H
・
ょ
)
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
原
則
で
あ
っ
て
、
例
外

は
存
す
る
。
サ
l
マ

l
ン
朝
の
と
き
、
ホ
ラ
j
サ
l
ン
の
軍
事
総
監

(
的
苦
削
}
M
'

印
刷
釘
吋
)
と
し
て
大
功
を
た
て
、

の
ち
ガ
ズ
ナ
朝
の
遠
祖
と
な

っ
た
ア
ル
プ
テ
ギ
l
ン
は
、
新
た
に
買
っ
た
「
奴
僕
」
た
ち
の
う
ち

に
、
ひ
と
き
わ
目
立
っ
た
サ
ブ
ク
テ
ギ

1
ン
を
見
出
し
、
あ
た
か
も

一
人
の
班
長
が
死
ん
で
、
後
任
者
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
、
買
っ
て

か
ら
三
日
し
か
鰹
た
な
い
か
れ
を
「
班
長
」
に
任
命
し
、
数
年
の
ち

に
は
二
百
人
の

三

σ昨門戸.由白シ
。

戸

M
l
H
U
.

」

次
に
こ
の
よ
う
な 「

奴
僕
」

の
騎
兵
隊
の
指
揮
官
に
抜
擢
し
て
い
る

「
奴
僕
」

を
も
っ
て
編
成
さ
れ
た
「
奴
隷
軍
隊
」

の
系
譜
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
西
ア
ジ
ア
兵
制
史
上
に
お
い

て
占
め
る
地
位
を
考
察
し
て
み
た
い
。
「
奴
僕
」
が
君
主
の
直
轄
す
る

軍
隊
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

サ

l
マ
l

ン
朝
以
後
特
に
著
し
い
が
、
そ
の
先
例
は
す
で
に
ア
ッ
パ
ー
ス
戟
の

と
き
に
み
と
め
ら
れ
る
。
カ
リ
フ
、

ム
ウ
タ
シ
ム
が
ト
ル
コ
人
「
奴

僕
」
を
も
っ
て
親
衛
除
を
組
織
し
た
の
が
そ
の
袈
端
で
あ
っ
て
、
こ

れ
以
後
歴
代
の
カ
リ
フ
は
か
れ
ら
に
よ
っ
て
制
肘
を
う
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
ば
あ
い
の
ト
ル
コ
人
も
、
奴
隷
と
し
て
購
入
さ
れ
た

「
奴
僕
」
が
そ
の
多
く
を
占
め
た
よ
う
で
あ
ヤ
遊
牧
ト
ル
コ
マ

l

ン
を
集
圏
的
に
領
内
に
移
り
住
ま
わ
せ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ

サ
l
マ
l
ン
朝
以
後
、
少
く
と

ろ
な
戦
士
と
し
て
の
「
奴
僕
」
は
、

も
ガ
ス
ナ
朝
に
い
た
る
ま
で
は
、
三
ヶ
月
ご
と
に
、

つ
ま
り
年
四
回

に
わ
け
て
、
税
務
醸
の
財
庫
か
ら
銀
で
支
排
わ
れ
る
「
手
嘗
」
を
う

け
と
っ
て
い
る
。
サ
l
マ
l
ン
朝
時
代
の
こ
と
を
記
し
た
イ
ブ
ン

ハ
ウ
カ
ル
の
地
理
書
の
マ

l
ワ
ラ
l
ア
ン
ナ
フ
ル
の
僚
に
、

「
毎
年
、

手
嘗

(
出
守
口
向
"
↑
単
数
形

g
gろ
が
四
回
に
支
排
わ

れ
る

0

・
:
:
・
そ
れ
ら
の
給
料
は
毎
回
九
十
日
ご
と
で
あ
る
。
そ
れ

'は
、
先
ず
か
れ
の
奴
僕

(
t
E
E
↑
車
数
形
ベ
ロ
一
附
ヨ
)
・
侍
従
・
指

ム
タ
少
ツ
リ
フ

揮
官
へ
支
排
わ
れ
、
次
い
で
そ
の
ほ
か
の
官
吏
た
ち
へ
〔
支
排
わ

マ
プ
ラ
グ

れ
る
〕
。
毎
回
の
給
料
の
額
は
五
百
デ
ィ
ル
ハ
ム
で
あ
る
。
四
国

分
の
給
料
〔
の
額
〕
が
一
回
分
の
地
租
〔
の
額
〕

(
1二
千
高
、
テ
イ
ル

¥
回
目
ロ
ロ
・
ロ
シ
。

ハ
ム
)
に
相
賞
す
る
」

C
S・d
l
H
N
・)

の
第
二
十
三
章
に
も
、

- 66-

「
統
治
の
書
」

ヲ
シ

ユ
カ
ル

ふ
く
め
て
、
軍
隊
に
支
排
わ
れ
る
給
料
の
こ
と
に
つ
い
て
、

ヘ
ザ
l
ネ

.「
各
人
に
、
一
年
四
回
の
割
合
で
、
財
庫
か
ら
、
か
れ
ら
の
手
嘗

ナ

グ

ド

(
g
g司凶
』
日

σ)
を
現
銀
(
白
血
門
主
)
で
興
え
て
い
た
。
か
れ
ら
は
杜
紹

バ
ん

グ

ア

l

ミ

ル

え
る
こ
と
な
く
、
給
養
と
軍
需
品
を
、
つ
け
て
い
た
。
徴
税
官
た
ち

と
あ
り
、

「
奴
僕
」

の
戦
士
を



d
y
t

ル

~

d

Y

1

a

不

は
現
金
を
徴
収
し
、
財
庫
へ
も
た
ら
し
、
こ
の
定
額
に
基
き
、
三

¥盟問

?

Z帥
g
・J

ヶ
月
ご
と
に
一
回
あ
た
え
て
い
た
」
(
由
N
U
N
-
印
・
)

と
あ
る
ρ

そ
し
て
「
統
治
の
書
」
は
、
こ
の
支
給
の
方
式
を
「
古
の

王
た
ち
」
(
自
己
実
芝
山
自
)
(
湾
)
、
聖
子
!
?
ン
朝
の
諸

王
」
に
蹄
し
、
且
つ
、
「
さ
ら
に
マ
ヌ
ム

l
ド
の
王
朝
に
お
い
て
存
績

し
て
い
た
」
(
冨
ロ
ロ
N
E円
む
ロ
各
ム
富
山

O
B
E
σ
凶A
門
真
)
(
前
一
昨
)

と
の
ベ
て
、
少
く
と
も
ガ
ズ
ナ
朝
ま
で
は
遵
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

‘立
謹
し
て
い
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
職
土
と
し
て
の
'
「
奴
僕
い

へ
支
給
せ
ら
れ
て
い

67 

る
「
手
嘗
」
を
表
す
語
は
、
前
者
で
は
二
回

ER--
、
ま
た
後
者
で

は

E
B
ω
d弔
問
と

5
3
と
な
っ
て
い
る
。
前
者
は
「
熱
望
せ
ら
れ
る
も

の」

(
1
1
F刊
日
っ
こ
)
、
ま
た
後
者
は
「
嘗
然
文
一
携
わ
れ
β
も
の
」

(
1
j
r
r
刊
サ
河
川
て
あ
る
」
)
と
い

j
原
義
て
と
も
に
「
手
首
」
を
意

味
す
る
ア
ラ
ビ
ア
語
の
普
通
名
詞
で
あ
る
。
且
つ

Z
5
2〈
忠
彦
=

と
い
う
語
は
、
イ
ル
・
ハ

1
ン
朝
の
史
料
に
お
い
て
、
「
傘
年
ご
と

マ
ワ

1
ジ
プ

に
支
排
わ
れ
る
:
:
:
騎
兵
の
手
掛
田
」

(
g
g弓笹
σ
回目匂凶
vi--
・4司
副

t
u

H
¥
N
M
E
)
(

民
法
P-H同
点
目
刊
誌
日
ロ

h
d
h一見守山町一一一

日刈
σ山
l
J
m
H
)
と
か
「
弓
兵
の
手
蛍
L
(

自
問
者
側
t
u
似削

m
E
宮
ユ
凶
ロ
)

二
σ-己・・
J

Z-
お
こ
と
か
み
え
て
、

「兵
士
の
手
掛
田
」
を
表
し
て
い
る
。
同
時
に

他
方
で
は
、
「
騨
姑
で
使
役
に
従
事
せ
る
下
僕
の
手
嘗
」
(
自
ω当
と

F

H

E
自
民

ew削
品
ロ
'
即
日
向
。
町
内
同
印
円

3
5・H
凶ロ
o
F
E
'
H
O
己
目
白
門
目
白
山
『
口
-

g仏
)
(
一
法
)
と
か
「
騎
蛇
駅
者
の
手
首
」

(ESE--Ega

-E)(当
)
と
か
の
用
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
下
級
雇
員
の
手

首
」
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
時
間
、
.
「
上
級
官
吏
の
俸
給
」
を
表
す

な
ど
と
掛
照
を
な
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
前
述
の

E

ロ岡山門的ロロ
J
F

何回同
Z

「
奴
僕
」

の
「
手
首
」
を
表
し
て

イ
プ
ン
・
ハ
ウ
カ
ル
の
書
に
は
、

い
る
よ
白
門
出
向
凶

a

u

・
が

E
J
忠
則
-

u

u

(

↓
複
数
形
民
在
員
同
)

で
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
(
狩
ぷ
)
。

Zag---
と
い
う
語
は

:
白
押
目
苫
丹
=
(
↓
複
数
形
町
三
Fub門
)
と
い
う
語
と
同
じ
で
、
「
贈
物
」

(FFμJ.)
と
い
う
原
義
を
も
ち
、
ふ
つ
う
「
手
嘗
」
(
一
一
肘
勺

ズ
パ
イ
ル
家
の
も
の
に
〕
高
額
の
手
蛍
ぷ

g.
を
惜
)
、
と
く
に
「
兵
士
の

し
み
な
く
輿
え
て
・
・

:
」
ベ
白
7
・ロ
F
M
-
m
ω
P
由
・
」

手
嘗
」
(
叫
M
M
へ
ん
か
一
計
十

.C-12一片山…
H
A
K
L・
-
州
河
口
一
)

と
い
シ
意
味
で
っ
か
わ
れ
て
い
る。

さ
ら
に
こ
の

Z

民
主
ぞ
2
z
「手

と
い
、
つ
翠
叩

-67-

嘗
」
と
い
う
語
は
、

の
外
に
(
印
』
宅
倒
)
、

俸
給
(
釦
『

N
E
↑
単
数
形
己
主
)
を
か
れ
ら
に
輿
え
た
。」

ヘ
吋
曲
目
y
U
H
-
-
-
N
・J

rh
悼∞ω
w
H
U
I
N
0・」

と
あ
る
よ
う
に
、

z

ユB
=
「俸
給
」
と
い
う
語
と
は
区
別
し
て
用
い

「
か
れ
ら
の
手
首
(
印
刷
包
可
箆
↑
箪
歎
形
〆
色
苫
門
)



「
生
活
費
」

「
給
輿
」

68 

ら
れ
て
い
る
o
z
江
N
ρ
=
と
い
う
語
は

「↑
Z
岡
田

N
E
国
=
「
〔
神
が
〕
〕
と
い
う
の
が
原
義
で
あ
っ
て
、

「
生
計
の
手
段
を
輿
え
る
」
」

食
料
」
、
つ
ま
り
「
毎
日
支
給
せ
ら
れ
る
現
物
給
輿
」
を
意
味
す
る

「
日
嘗
の

が
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
現
金
に
換
算
し
て
支
給
せ
ら
れ
る
「
現
金
給

興
」
の
意
味
で
っ
か
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
十
八
ヶ
月
〔
分
〕
の

俸
給
(
江
N
G
)
を
輿
え
ら
れ
た
」
(
ロ
d

口ユ
N
4
官
S
M
F
E
E
q
a払
R
R

S
E
)
(
認
JR)と
い
う
事
例
に
よ
っ
て
わ
か
る
よ
う
に
、

「
月
」
(
官
宵
)
を
皐
位
に
し
て
支
給
せ
ら
れ
た
(
川
河
乃

m
dらす

町
民
む
己
評

F
d付
日
討
し
。
つ
ま
り
、
毎
日
の
生
活
費

を
現
金
に
換
算
し
、
月
を
皐
位
に
し
て
支
給
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
と
も
に
現
金
で
支
給
せ
ら
れ
る
E

ぶ
首
;
「
手
賞
」
と

z
立
N
0
.
、
「
俸
給
」
の
ち
が
い
は
具
髄
的
に
は
ど
の
よ
う
で
あ
ろ
う
か
。

ア
ル
・
ム
タ
マ
リ
ジ

l
(
町
時
以
・
国
・
)
に
様
る
と
次
の
諸
説
が
あ
る
。

「
手
嘗
」
は
、
「
政
府
の
公
庫
か
ら
一
年
に
一
固
ま

民江
N
A
-
-

ωaaa釦
仲
間
百
件

た
は
二
回
、

兵
士
に
支
給
さ
れ
る
も
の
」
。

ま
た

給
」
は
、
「
毎
月
、
兵
士
に
支
給
さ
れ
る
も
の
L

。

ω前
者
は
、
毎
年

ま
た
は
毎
月
。
後
者
は
毎
日
。
仙
W

E

h

丘
町
百
七
は
「
職
い
に
従
事

し
て
い
る
人
々
に
〔
典
え
る
よ
う
〕
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
」
。
ま
た

は
「
貧
し
い
イ
ス
ラ
l
ム
教
徒
に
た
い
し
て
、
か
れ
ら
が

=
江
凶
G
W
W

戦
い
に
加
わ
っ
て
い
な
い
と
き
に
〔
輿
え
る
よ
う
〕
指
定
さ
れ
て
い
る

〉
コ

E-窓
口
両
国
『
ユ
旦
忍

c
t
s・-iHW・4

『

-
F
S
F
〉

gzn'E間
E
5
0

4
0
1」
F
m
H
-
n
g
-
F
o
ロ且
O
口
広
三
-
〈
O
「
戸
可
同
『
仲
間
-
H
V

・
8
8・
」

ア
テ
ィ
ー
ヤ
ツ
ト

こ
れ
に
よ
る
と
、

E
2
q三

L

「
手
掛
田
」
は
、
一
年
に
数
回
に
分

っ
て
、
政
府
の
公
庫
か
ら
兵
土
に
支
給
せ
ら
れ
る
手
嘗
で
あ
る
の
に

リ
ズ
ク

劃
し
て
、

E

江
N
S
W
「
俸
狩
」
は
、
毎
日
の
生
活
費
を
現
金
に
換
算
し
、

月
を
摩
位
に
し
て
支
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
穫
さ
れ
る
。

ア
イ
イ
ル

し
て
、
「
統
治
の
書
」
に
は
、
兵
士
の
「
手
掛
圃
」
が
「
家
族
」
の
「
生

.. 
'て

俸

活
費
」
(
ロ
mw片
山

A
え
)
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
記
し
た
質
例
が
あ

訪
日
町
内

'
Z附
B
J

る
(
戸
N
H
1
M
M

・-
4
。
従
っ
て
、
「
手
首
」
が
「
兵
士
の
手
蛍
」
と
い
う

意
味
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
ば
あ
い
に
は
、
「
家
族
手
嘗
」
と
い
う
意
味
、

に
解
し
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
家
族
手
嘗
」
で
あ
る
か
ら
、
「
手

嘗
」
の
ば
あ
い
に
は
兵
士
じ
し
ん
に
謝
す
る
「
給
養
」
が
別
に
支
給

せ
ら
れ
て
お
り
(
川
市
長

T

記
長
軒
口
持
者
決
説

得
岡
山
ぺ
)
、
家
族
を
も
た
な
い
「
奴
僕
」
な
ど
の
ば
あ
い
に
あ
っ
て
は
、

こ
れ
ら
の
「
手
嘗
」
が
濫
費
せ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

「
か
れ
ら

(
1奴
僕
な
ど
)
の
手
嘗
国
丘
苫
け
は
、
か
れ
ら
自
身
の
快
祭

t
E丹
J

o

f

-

-

に
す
っ
か
り
消
費
し
て
し
ま
わ
れ
る

J
H
M
E
a
-
-
H
H
w
怠

少

」

そ
し
て
ア
ル
・
ム
タ
ッ
リ
ジ
ー
に
よ
る
「
手
嘗
」
と
「
俸
給
」
に
閥

← 68 -

す
る
伺
の
規
定
は
疑
問
で
あ
る
。
少
く
と
も
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
に
つ
い

ア
ッ
パ
ー
ス
朝
史
料

て
み
る
ぱ
あ
い
然
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、



E

ユ
N
S
.
w
は
聡
い
に
従
事
し
て
い
る
兵
士
に
支
給
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
「
内
カ
り
フ
〕
ア
ミ
l
γ

の
側
で
は
、
門
ア
マ
ム

ぺ
γ

f

の
た
め
ー包
囲
さ
れ
〕
軍
隊
の
俸
給
R
N
E
が
窮
乏

U

目
下
洋
長
十
蜘
議
長
t
t・
吋
長
時
)
。
そ
し
て
、

こ
の
E

『
一
N
O
-
-
(
俸
給
)
と
そ
の
内
容
を
お
な
じ
く
す
る
と
お
も
わ

れ
る
も
の
に
、
Z
B
/
ロ
郡
伊
白
吋
O
町
=
(
俸
給
)
が
あ
る
。
こ
の
語
は

z
w
田
町
円
=
(
「
月
L
)

と
同
じ
語
源
を
も
ち
、

'
z
g
v
R
ω
=
(
「
口
外
す

る
」
「
知
ら
せ
る
」
〉
の
第
三
型
源
生
動
調
z
部
E
S
=

に
あ
っ
て
は
、

(
「
一
ケ
河

契
約
を
す
る
」
)

の
涯
生
名
詞
で
、
「
毎
月
の
給
料
」
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
、
戦
士
と
し
て
の
「
奴
僕
」
が
こ
の
と
日
忌
削
F
R
O
F
-
-
(
俸

給
)
を
支
給
さ
れ
て
い
る
事
例
が
あ
る
(
匂
町
一
抑
制
明
日
日
一
一
け
湾
一
時

江
持
母
ぷ
向

JR」
新
設
可
っ
)
。
つ
ま
り
職
土
と
し
て

の
「
奴
僕
」
の
ぷ
ち
に
は
、
「
手
首
」
(
家
族
手
賞
)
の
外
に
、
こ
れ
と

ム
シ
ヤ

l
H
ν
l

リ

ズ

タ

は
別
に
戦
時
に
は
「
俸
給
」
(
文
は
「
俸
給
」
)
を
受
け
て
い
る
も

の
が
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

を

支
給
さ
れ
て
い
る
兵
土
は

「
俸
給
」

こ
れ
は
「
俸
給
を

「「
義
勇
兵
を
除
雪

支
給
さ
れ
る
も
の
」
と
い
う
原
義
を
も
っ
て
い
る

f
規
兵

B
E
E
-

NH企

三
湾
人
を
も
っ
て
、
ア
ル
・
ハ
サ
ン
・
ベ
ン
;
カ
フ
タ
バ
を
〔
東
ロJ
o

1
7
に
裂
す
る
〕
夏
季
遠
征
に
源
遺
し
た
。
L

吋
回

V
-
E
-
N
W
A
F
8
・
q
l
斗・

ー」

そ
し
て
ア

ッ
A
l
ス
朝
、史
料
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
=
B
R
Z
N
S
目
=

E
吋

H
H
E

「丹印N-門戸同=、

即
ち
「
正
規
兵
」
で
あ
っ
て
、
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(
正
規
兵
)
と
い
う
語
は
、

ホ
ラ

l
サ
l
ン
の
、
主
と
し
て
イ
l
ラ

l

γ
系
の
住
民
を
も
っ
て
編
成
し
た
「
軍
隊
」
を
表
わ
す
ニ
ロ
ロ
竺
.
と

、
「
「
ア
ル
・
マ
フ
デ
ィ
l

i

い
う
語
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
し
る
(
l
サ
l

ン
の
住
民
そ
の
他
よ
り
成

る
軍
隊
吉
ロ
品
の
上
に
、
夏
季
遠
征
の
た
め
の

γ
そ
し
て
こ
れ
ら
の

軍
除
を
割
嘗
て
た
。
」
-
g
p
-
A
S
P
広
i
H
印
・
」

E
Eロ
門
つ
は
ふ
つ
ラ
「
手
首
」
(
ω
d
u
b
昨
↑
車
数
形
ば
江
芝
山
門
)
を

支
給
さ
れ
て
い
る
が
(
パ
7

・U
防

J-ubυ
、
.
れ
恥
ト
れ
れ
げ
利
引

別
問

15・J
J
μ
-
1
0L
)
(
明
日
出
喜
一
、
か
れ
ら
は
出
征
の
ば
あ
い
を

は
じ
め
種
々
な
機
禽
を
と
ら
え
て
、
別
に
「
俸
給
」
(
R
N
E
↑
ユ
N
A
)

を
要
求
し
、
こ
れ
を
得
て
い
る
(
託
行
仰
い
与
思
議
選
。

こ
の
=
ユ
N
a
-
-
(
俸
給
)
と
い
う
語
は
、
軍
隊
の
ば
あ
い
に
あ
っ
て

は
、
毎
日
の
生
活
費
を
現
金
に
換
算
し
、
月
を
畢
位
に
し
て
職
時
加

俸
と
し
て
支
給
す
る

τ

「
特
別
手
嘗
」
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

- 69ー

つ
ま

り
、
戦
士
と
し
て
の
「
奴
僕
」
は
、
少
く
と
も
給
輿
と
い
う
鞘
a

か
ら

ム
ル
タ
ジ
キ
ー

み
る
と
き
は
、
，
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
時
代
の
「
正
規
兵
」
、
即
ち
、
正
規

の
「
俸
給
」
を
も
ら
っ
て
い
る
「
傭
兵
」
と
も
い
う
べ
き
ニ

5円

τ

(
軍
隊
)
の
構
成
員
と
そ
の
性
格
が
共
通
し
て
い
る
も
の
を
も
っ
て
い

る
。
し
か
し
サ
l
マ
l
ソ
朝
時
代
の
「
奴
僕
」
を
も
っ
て
組
織
し
た

一
種
の
「
奴
隷
一軍
隊
」
は
、

ア
ッ
パ
ー
ス
朝
の
カ
リ
フ
、

ム
ウ
タ
シ

ム
の
と
き
創
め
ら
れ
た
ト
ル
コ
人
「
奴
僕
」
を
も
っ
て
編
成
し
た

『
奴
隷
軍
隊
」
に
そ
の
直
接
の
系
譜
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
ア
ッ
バ
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ー
ス
朝
時
代
の
一
一
種
の
「
傭
兵
軍
隊
」
で
あ
る
「
軍
隊
」
に
そ
の
系

譜
を
糊
ら
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
間
の
ち
が
い
を
明
確
に
す
る

ア
ッ
パ

ー
ス
朝
の

汁
軍
隊
」
に
つ

い
て
一
瞥
し
た
い
。

た
め
に
、

ア
ッ
パ
ー
ス
朝
の
軍
隊
の
根
幹
を
な
し
て
い
た
の
は
、
ボ
ラ
l
サ

l

y
出
身
の
イ

l
ラ
l

y
系
の
住
民
を
主
と
し
た
・
4
5ロ
仏
=
(
軍
隊
)

で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
カ
リ
フ
の
即
位
式
を
は
じ
め
主
す
る
重
要
な

儀
式
に
は
多
く
の
ば
あ
い
参
列
を
命
ぜ
ら
れ
る
し
、
ピ
ザ
ン
ツ
帝
閤

と
の
戦
い
の
よ
う
な
重
要
な
戦
争
に
参
加
し
て

t

戦
功
を
た
て
た
。

「
ホ
ラ
l
サ
l
ン
の
住
民
か
ら
成
る
軍
隊
と
指
揮
官
は
、
決
し
て
心

電

を
繊
買
え
な
い
と
思
う
」
(
-
削
凶
ヨ
ω弓

E
ユ円。

ρ
己
記
】
咽
』
ロ
ロ

q
d
g

1

1

側
、
吋
白

σ
よロ
H
a
N
J

。ロ

42削匂
5
5
ω
E
H
-
H
o
g
gロ
)
(
E
Y
∞1
U
・
斗
と
い
わ
れ
て
、

そ
の
忠
誠
を
カ
リ
フ
か
ら
信
頼
さ
れ
た
。
タ
パ
リ
l
の
書
の
カ
リ

フ、

ハ

1
ル
l
ン
・
ア
ザ
・
ラ
ジ
l
ド
の
治
世
八
年

3
3
〉
・
出
・)の

ホ
ラ
l
サ
1
ン
の
総
督
に
任
命
さ
れ
た

僚
に
次
の
記
載
が
あ
る
。

ア
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
・
ベ
ン
・
ヤ
ヒ
ヤ
は
、
こ
の
地
方
に
お
い
て
、
約

五
十
高
に
達
す
る
「
ベ
ル
シ
ア
人
の
軍
隊
」
(
古
口
仏
日
芯
弘
、

εミ
)

を
編
成
し
、
，
こ
れ
を
「
ア
ッ
パ
ー
ス
寧
」
(
白
て
〉
σげ
凶
回
目
苫
)
と
名
づ

け
、
そ
の
う
ち
か
ら
二
蔦
人
を
バ
グ
ダ
ー
ド
へ
赴
か
せ
、
残
り
は
、

か
れ
ら
の
姓
名
を
登
録
し
、
そ
の
ま
ま
ホ
ラ

1
サ
l
ン
に
留
め
た
、

こ
へ
、
寸
同

σ
・・口
H

・M
.
J
O

J
F
S
H
-
U可

'
H
H

」

嘗
時
の
史
料
は
、
ふ
つ
う
ア
ラ
ビ

ア
語
で

「寧
除
」
を
表
す

仇
↓
ー
=
『
A
l

R

白
mw印可白
J

、
E

.

.
 ，、也旬、小
』
山町叱側同

J

f
-
s
一

一

J
2

一

E

一
な
ど
の
語
を
つ

4

F

吋

f

「駐
倍
す
る
に

4

印

f

「
召
集
す
る
に

か
わ
ず
に
、
ニ
ロ
ロ
円
.
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
語
は
、
サ

こ
れ
ら
の

ア
ッ
パ

ー
ス
朝
の
軍
隊
を
表
す
の
に
、

ー
サ

l
ン
朝
ペ
ル
シ

ア
の
と
き
の
z
m
g
竺
匂
と
い
う
語
を
継
承
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
語
は
中
世
ベ
ル

シ
ア
語
史
料
に
お
い
て
、

主
的
自
)
凶
y
z
m
g
H
M
仏
=
と
い
う
形
を
と

っ
て
「
軍
兵
」
の
意
味
で
頻
見

仰

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て-

z
m
z
ロ
向
日
=
と
い
う
語
は
ま
た
軍
隊
匡

分
、
す
な
わ
ち
部
隊
の
皐
位
を
表
わ
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
語
は
、
本
来
イ
!
ラ
l
ン
語
で
は
な
く
、
セ
ム
語
族
に
属
す
る

-70-; 

ア
ラ
ム
語
の
、
z
m
ロ

RE釦
=
〉
=
関
口
口
己
創
J
.

か
ら
出
た
も
の
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る

a
b匂
訳
出
一
吋
-
ヰ
吟
∞
サ

E-04F)。
ア
ラ

ム
語
の
，
a
m
E
門
街
=
は
t
m
E
=
(
「
結
ぶ
」
)
の
汲
生
語
で

「漣
接
」

と
い
う
意
味
を
も
っ
語
で
お
り
、
=
m
ロ
ロ
内
同
副
¥
.
も
同
じ
語
源
を
も
っ

涯
生
語
で

「
帯
」
と
い
う
の
が
原
義
で
あ
る
が
、
輔
じ
て
「
部
除
」

と
い
う
意
味
で
っ
か
わ
れ
て
い
主
で
あ
る
(
伊
民
同
月
九
白
川
一

同
国

g
F
S・
5
m
吋
色
自
白
色
切
帥
月
比
目
白
同
色
ペ
巾
門
口
出
Y
曲

-Br
同ロ向田

5

0

J

冨
五
円
曲
目
尻
町

n
ピ丹市
S
Z
B
-
z
m
dミ
J

F『
W

F
H
由
日

O
W
J
N
D
?
?
U
-
N
H
∞一
N
M
M
U下

ウ
マ
イ
ヤ
朝
の
始
-
組
ム
ア
l
ウ
ィ
ヤ
l

冨
ロ
必
当
ぞ
mwV
は
、
敵
掛
者

ア
ル
・
ア
シ
ュ
タ
ル
包

'
p
r
R
の
死
の
報
を
う
け
、
そ
の
死
因
が
毒



の
入
っ
た
蜜
を
興
え
ら
れ
て
飲
ん
だ
こ
と
に
あ
っ
た
た
め
、
次
の
よ

う
に
喜
び
の
言
葉
を
の
べ
た
と
い
う
。

ジ
ユ
ン
ド

「
軍
隊
の
ご
と
く
〔
全
能
の
〕
紳
に
属
宇
る
も
の
、
そ
は
蜜
な
れ
。
」

渇

(吉ロ
ω
ロ・ロ削}戸。吉ロ
E
S
E
-ロ
'
Y
似
て
虫
色
民
)

と
。
あ
た
か
も
「
軍
隊
」
が
武
力
に
よ
っ
て
所
期
の
目
的
を
完
遂
す

る
よ
う
に
、
紳
か
ら
輿
え
ら
れ
た
全
能
の
力
を
護
揮
す
る
も
の
は
、

蜜
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
ち
、
敵
に
ふ
り

か
か
る
不
幸
を
喜
ぶ
ば
あ
い
に
つ
か
わ
れ
る
諺
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
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す
で
に
ウ
マ
イ
ヤ
朝
の
初
期
に
は
、
ニ
ロ
ロ
仏
Z

と
い
う
語

が
「
軍
隊
」
を
表
す
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

「
マ
ス
l
デ
ィ
!
の
「
黄
金
の
牧
場
」
の
ウ
マ
イ
ヤ
朝
初
期
に
関
す
る
記
載
の

/
中
に
、
こ
の
種
の
]
ロ
ロ
仏
の
用
例
が
多
く
み
え
る
。
「
シ
リ
ア
の
住
民
を
草

夜
間
詑
白
。
回
目
見
-
丸
-MhE堵
右
足
回
ロ
)
。
ま
た
ウ
マ
イ
ヤ
朝

の
本
嬢
シ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
都
市
と
こ
れ
を
含
む
地
域
を
表
す

「
地
方
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る

(
M
一
♂
げ
川
円
以
山

口
ド
ロ
'
机
滞
日

c
h
v
k
μ
路
区
一
、
ん
や
鵠
ド
リ
)
。
ジ
リ
ア
は
五
つ
の

「
地
方
L

(

と

g
f
l単
数
形

Ea)
か
ら
成
っ
て
い
た
(
吋
白
血
柑

タ
ス
〕
、
回
目
包
師
〔
エ
メ
ッ
サ
〕
、
白
ナ
C
E
Cロ
ロ
〔
ヨ
ル
ダ
J

ン〕、

Q
札
口
町
田
宮
、
吋
色
白
注
目
ロ
〔
パ
レ
ス
タ
イ
ン
〕

0

」
。
こ
れ
ら
の

「
地
方
」
は
、
そ
こ
か
ら
兵
士
が
徴
集
さ
れ
る
「
軍
管
匡
」
を
表
し

た
こ
と
に
、
そ
の
起
源
を
も
っ
て
い
る
。

ト」
R
4
Q
シ』、

さ
て
、

と
の
よ
う
な
起
源

を
も
っ
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
時
代
の

は
、
ふ
つ
う
「
手
首
」

‘]ロロ円同

さ
ら
に
、

そ
の
外
に

「
俸
給
」

を
加
俸
と

を
支
給
さ
れ
て
お
り
、

じ
で
受
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
(
前
述
)
。

か
れ
ら
は
主
と
し
て
ホ
ラ

ー
サ
l
ン
出
身
の
イ
l
ラ
'l
ン
系
住
民
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の

グ

フ

タ

ル

姓
名
が
「
登
録
簿
」
(
骨
片
山
門
↓
複
数
一
形
含
酎
号
)
に
登
録
さ
れ

亡
、
こ
ス
か
れ
ら
(
ベ
ル
ジ

ア
人
の
軍
隊
守
口
仏

B
E
白
て
£
g)
の
残
部
は
、

T
L
f
f
か
れ
ら
の
姓
名
回
目
自
問
・
と
登
録
簿
弘
氏
自
守
に
よ
っ
て
、
ホ
ヲ
l

引
i
u
V
此
融
研
U
1
r
・
)
。
ゥ
マ
イ
ヤ
朝
の
軍
隊
が
北
ア
ラ
ビ
ア
系
の

諸
部
族
よ
り
徴
集
し
た
部
除
を
根
幹
と
し
て
い
た
の
と
は
著
し
い

ヘ∞・

ωuz-2・
町
田
口
町
句
Z
F
F
E
B山田
n
y
m
ユ。

割
照
を
な
し
て
い
る
(
N
冊
目
山
巧
十
回
σ邑

g
g日
N
-
ω

・
怠
叶
・
参
照
。
)
ま

ま
り
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
時
代
の
「
正
規
兵
」
を
も
っ
て
編
成
さ
れ
た
「
軍

航
」
は
、
ウ
マ
イ
ヤ
朝
時
代
の
ア
ラ
ビ
ア
系
の
部
族
軍
隊
か
ら
そ
の

系
統
を
ひ
く
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
サ
l
サ
1
ン
朝
時
代
の
「
圏

p
z
b
ト

民
軍
隊
」
で
あ
る
「
軍
隊
L

に
系
譜
を
糊
ら
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

-71ー

サ
l
サ
l
ン
朝
ベ
ル
シ
ア
の
と
き
の
軍
隊
の
主
力
は
騎
兵
で
あ
っ

た
。
「
騎
士
」
は
世
襲
的
な
古
い
家
柄
の
中
小
の
地
主
で
一
種
の
貴
族

階
級
を
形
成
し
、
乗
馬
・
武
器
そ
の
他
を
自
排
し
、

戦
時
に
は
甲
宵

で
重
厚
に
武
装
し
た
騎
兵
と
じ
て
、
王
の
正
規
軍
の
中
核
と
な
っ
た
。

(

誌

は

誤

認

号

泣

門

型

tt)。
中
世
ベ

ル
シ
ア
語
で

z
B
4旬
=
「
騎
士
」
と
よ
ば
れ
た
。
こ
れ
は
古
代
ベ
ル
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シ
ア
語
の
E
g
ω
σ
町
つ
か
ら
汲
生
し
た
語
で
「
馬
に
乗
る
も
の
」

と
い
う
の
が
原
義
で
あ
る
。
近
世
ベ
ル
シ
ア
語
の
E
g
d
司
副
円
、
.
は
そ

の
轄
靴
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
軍
圏
を
形
成
し
て
い
る
歩
兵
お
よ
び
軽

342ι
巾宵巾
J

騎
兵
は
一
般
の
住
民
か
ら
徴
募
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る

T

E
--
ω
・
)

「
歩
兵
」
は
中
世
ぺ
ル
シ
ア
語
で
Z

H

)

限
芯
ロ
=
と
よ
ば
れ
、
武
装
し

て
鞘
重
兵
と
し
て
行
動
し
、
原
則
と
し
て
給
料
を
支
給
さ
れ
な
い
、

農
民
兵
で
あ
っ
た

(
p
pユ
印
5
8
P
E
w
目
立
お
己
g
r
a
B
E
g
-

/
}
巾
同
】
刊
己
目
u
-
P
E
gグ

g
n
o
c
円
・
相内dbgE〈ロ

5
0叶
.

3

町一「
J

。

日十着
。)
か
れ
ら
は
卒
時
に
は
地
方
官
の
管
轄
下
に
あ
っ
て
、

警
察

業
務
に
も
た
ず
ざ
わ
つ
こ
下
・
2
ユ
伯
仲
g
∞
g
・
v・
-
『
E
g
g
-
巾
凹
ω
白
血
」
。

f
f凹
B
E
g
-
n
o
u
g
g
問
g
S
F
H
)
-
H
ω
N
-
」

こ
れ
ら
の
「
騎
士
」
と
「
歩
兵
」
を
線
総
し
て
、
=
見
仲
間
即
日
円
=

(
U
L
M
俳
句
)
「
戦
士
」
と
よ
ん
だ
。
こ
れ
は
蛍
時
の
祉
舎
を
構
成
す
る

四
つ
の
身
分
の
一
つ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
主
と
し
て
イ
i
ラ
l
ン
系

住
民
を
主
鐙
と
し
た
こ
れ
ら
の
軍
隊
の
外
に
、
異
種
族
の
住
民
を
も

.
っ
て
編
成
し
た
補
助
部
隊
が
あ
っ
て
園
王
の
信
頼
を
う
け
た
。
サ
カ

族
、
デ
l
ラ
ム
人
の
部
隊
な
ど
は
そ
の
著
名
な
も
の
で
あ
る
。
か
れ

ら
の
う
ち
の
あ
る
も
の
は
銀
を
う
け
と
っ
て
傭
兵
と
な
る
も
の
で
生

ベ
ル
シ
ア
軍
の
中
に
散
見
す
る
エ
フ
ィ
タ
ル
族
(
国
民
E
E
ロ
)

の
部
隊
は
そ
の
一
例
で
あ
る
(
釘

u
b入試
許
可
コ
ザ
ル〕

関同門口問同出向宵』〉『門田
一月印刷『

-
M
d
目M

M凶

}SHf
〈

.
y
m
己
・
σ
可
・
0.u.同M
J
O

--

r
ε
自
白
-
pogσ
ミ

5
8・
F
R
P
F
U
-
N
W

】

-
u
・

」

こ

じ
た
。

れ
ら
の
外
人
傭
兵
部
隊
は
、

ベ
ル
シ
ア
の
「
騎
士
」
と
全
く
お
な
じ

く
騎
兵
と
し
て
戦
闘
に
参
加
し
た
(
勾
ω
初
訪
れ
d
i
d
-
)
o
し

か
し
サ
l
サ
l
ン
朝
時
代
に
お
け
る
軍
隊
の
主
力
を
な
す
も
の
は
、

ア
ス

V
1
ル

パ

イ
ガ

I
シ

「騎
士
」
と
一
般
か
ら
徴
募
さ
れ
た
「
歩
兵
」

重
甲
騎
兵
と
し
て
の

で
あ
っ
て
、
外
人
部
除
と
し
て
の
傭
兵
は
補
助
的
な
役
割
を
果
し
た

に
す
ぎ
な
い。

換
言
す
れ
ば
、
兵
農
一
致
の
農
民
軍
除
で
あ
っ
た
と

規
定
し
て
大
遇
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
て
八
世
紀
に
サ
l
サ
l
ン
朝
時

代
の
史
料
に
も
と
、つ
い
て
近
世
ベ
ル
シ
ア
語
で
書
か
れ
た
イ
ブ
ヌ
ル

・
モ
カ

ヴ
フ
ァ
の
著
書
に
は
、
次
の
一
節
が
あ
る
。

「
歩
兵
(
B
R
平
山
口
・
ニ
印
刷
W
再
開
)
・
職
土
(
B
C
G
M
己
目
)
・
騎
兵

一 72ー

(
印
円
℃
凶
y
m
)
に
関
し
て
い
え
ば
、

か
の
築
春
の
階
級
・
あ
ら
ゆ
る
種

類
の
様
式
の
恩
恵
の
上
に
あ
る
(
H
H

を
興
え
ら
れ
る
)
。
」

「問、mH門司叩色町寸白HH師同円
b

H

白∞ロ同国内円
O
即応四寸白σ白『同由同白ロ・叩門田・同】即吋
J

f

冨
-
U
R
5
8
8
円
四
円
-

H

・〉
・
・
呂
田
3
1〉
〈
ユ
-
H∞宏
w
N
N少

A
F
l

品
・
」

と
o
z
自
己
A
営
ニ
=
(
職
土
)
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
動
詞
z
o
m
g
-
ω
=

(
職
う
)
の
第
三
型
汲
生
動
詞

Z
A
間
同
色
ω
E
(
互
に
戦
う
)
の
行
借
用
者

名
詞
で
、
「
互
に
戦
う
も
の
」
と
い
う
原
義
を
も
っ
。

中
世
ペ
ル
シ

ア
語
の
=
ω
ユ
匹
目
円
Z

(

釦
者
-
E
N羽山県
Z
吋
)
(
戦
士
)
に
栢
賞
す
る
。

ま
た
E
印
苦

SHu・
(
騎
兵
)
は
中
世
ベ
ル
シ
ア
-
語
の
E
的
問
)MPY--

に
相

嘗
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
て
最
後
に
の
こ
っ
た
E
B
R
-



ラ
シ
ユ
カ

ル

マ

ル
ド

島
ロ
a

二
τω郎
町

ω円
=
(
歩
兵
)
は
、
「
軍
隊
の
人
た
ち
」

と
い
ろ
意
味
を

も
つ
語
で
、
中
世
ベ
ル
シ
ア
誇
の

EEFユ
ロ
=
(
歩
兵
)
に
相
嘗
す

凶

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
具
睦
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、

「
統
治
の

書
」
の
第
四
章
に
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
は
サ
1
サ
1
ン
朝
の
バ
フ

ラ

ー
ム
・
ゴ

l
ル

切
ω『
品
自
の
司
王
の
と
き、
ー
悪
諌
な
大
臣
ラ
l
ス

ト
・
ロ
ウ
ィ
シ
a

閉
山
削
印
丹

同
州

o
i山

の
た
め
投
獄
さ
れ
た

「兵
士」

hgω
丘
似
ロ
・
】
訂
缶
詰
円
)
の
陳
述
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
こ
の
「
兵
士
」
は
、
永
年
に
わ
た

っ
て
王
に
奉
仕
し
、
遠
征
に

も
加
わ
っ
た
。
し
か
も
一
年
間
と
い
う
も
の
は
全
く
支
給
を
う
け
な

か
っ
た
の
で
、
こ
の
「
兵
士
」
は
大
臣
に
こ
れ
を
要
求
し
た
。
そ
の

内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
私
は
家
族

(
d削
]
↑
皐
鍬
形
正
ヨ
-
)
を
も
っ
て
い
る
。
昨
年
、

。。

私
の
手
嘗
(
自
己
司
忍
σ)
は
届
け
ら
れ
て
い
な
い
。
今
年
は
引
渡

し
て
下
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
〔
そ
の
〕

一
部
を
〔
税
金
と
し
て
〕
あ

。
。
。

一
部
を
生
活
費
(
ロ
仰
向
曲
直
営
↑
単
数
形
ロ
民
主
主
の

(
ぷ
可
也
品
川
山

E
自
己
℃
即
日
ω巧
丘
一
σム

な
た
に
輿
え
、

方
面
に
費
す
で
あ
ろ
う
。
」

65
8
ロ
ω
g
m
E
F
B印
刷
工
E

O

K

O
ロ

g
g
J叫

・

m
g
B
E
E
E

ロ

σ内

wd'O
門
古
円
当
と
F

ロ
mwF門
阿
倍
包
吋
同

5
3
)
(
予
Eω)
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と
。
こ
の
記
載
に
よ
っ
て
、

マ
ワ
}
ジ
ブ

「兵
士
」
は

「手
嘗
」

を
支
給
さ
れ
、

ア
沙
イ
ル

そ
れ
に
よ
っ
て

「
家
族
」
を
養
い
、
同
時
に
税
金
を
納
め
て
い
た
こ

そ
し
て
こ
れ
ら
の
「
兵
士
」
は
、
そ
の

「姓
名
」

が
役
所
の
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
て
宏
註
肝

M
M
M
開
け
は

い

vm一明
.1』尚一叫・
1
k
Aほ
な
)
、
，

職
場
で
は
創
を
ふ
る
っ
て
戦
っ
た

f

「
「
私
は
戦
う

1
剣
に
お
い

て
打
つ

含
『
宮
自
衛
門

N

包

g
lこ
と
に

Jo

l

r
お
い

て、

玉
の

た
め
生
命
を
危
険
に
さ
ら
す

L

E
P
-
N
P
M
l
ω
・
」

じ

上
の
「
統
治
の
書
」

.の
記
載
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
「
兵
士
」~
の
性
格

と
が
知
ら
れ
る。

は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
の
名
が
役
所
に
登
鋒
さ
れ
て
服
役

し
て
い
る
歩
兵
で
あ
っ
て
、
手
首
を
支
給
さ
れ
て
家
族
を
養
い
、
税

金
を
納
め
て
い
る
兵
士
で
あ
る
。
、
そ
れ
は

一
般
住
民
か
ら
徴
集
さ
れ

た
ベ
ル
シ
ア
人
の
園
民
軍
隊
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ

- 73ー

ら
の

「兵
土」

は、

t
mロ
ロ
内
同
=
以
下
の
箪
除
区
分
に
麗
す
る
部
隊
を

構
成
し
て
い
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
サ
l
サ

ー
ン
朝
時
代
に
お
け
る
ベ
ル
シ
ア
人
の
園
民
軍
除
の
制
度
を
継
承
し

て
、
在
地
の
住
民
か
ら
徴
募
し

U
編
成
し
た
の
が
、

の

ニ
ロロ内凶=
「軍
隊
」
で
あ
ろ
う
。

ア
ッ
パ

ー
ス
朝

ー
以
上
の
ベ
た
サ
i
サ
l

ン
朝
よ
り
ア
ッパ

ー
ス
朝
を
へ
て
サ
i
マ

ー
ン
朝
に
い
た
る
西
ア
ジ
ア
の
軍
隊
の
系
譜
を
略
述
す
る
と
大
要
次

の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
サ
1
サ
J

ン
朝
の
軍
隊
の
主
力
は
騎
士

を
中
心
と
す
る
騎
兵
軍
国
で
、
こ
れ
に
従
属
す
る
輪
重
兵
と
し
て
の
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グ
レ
ド

歩
兵
軍
固
が
あ
っ
た
。
騎
士
は
地
主
貴
族
で
あ
り
、
軽
騎
兵
と
歩
兵

ア
ッ
パ
ー
ス
朝
の
軍
除
の

ピ
ヤ

l
dア
l

主
力
は
ホ
ラ
l
サ
l
ン
の
イ
l
ラ
l
ン
系
住
民
か
ら
徴
募
し
た
歩
兵

フ
ア
ル
ド

ジ
ユ
レ
F

を
主
力
と
し
た
傭
兵
(
皆
円
台
の
軍
圏
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
サ
l
サ
l

ン
朝
の
軍
隊
制
度
を
継
承
し
て
、
こ
れ
を
傭
兵
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

は
一
般
が
ら
徴
募
し
た
農
民
兵
で
あ
る
。

ま
た
新
た
に
騎
兵
と
し
て
の
ト
ル
コ
系
の
傭
兵
が
加
わ
っ
た
。
サ
ー

マ
l
ン
朝
は
こ
の
ト
ル
コ
系
の
傭
兵
を
も
っ
て
軍
除
の
主
力
と
し
、

以
後
ト
ル
コ
系
の
諸
王
朝
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
。
し
か
る
に
ア
ッ

パ
ー
ス
朝
の
中
期
以
後
、
金
銭
で
購
入
さ
れ
た
ト
ル
コ
系
「
奴
僕
」

を
も
っ
て
編
成
し
た
寸
奴
隷
軍
除
」
が
出
現
し
、
君
主
の
命
令
に
従

っ
て
手
足
の
よ
う
に
活
動
し
た
。
こ
れ
は
給
輿
の
黙
で
は
傭
兵
と
同

じ
性
格
を
も
つ
が
、
本
来
非
自
由
民
の
出
身
で
あ
っ
て
、
そ
の
身
分

の
酷
で
は
、

ア
ッ
パ
ー
ス
朝
時
代
の
傭
兵
と
も
異
り
、

サ

l
サ

l
ン

朝
時
代
の
園
民
兵
と
も
も
と
よ
り
異
る
。
か
れ
ら
は
「
奴
僕
」
と
し

て
君
主
の
そ
ば
に
仕
え
て
賎
役
に
従
い
な
が
ら
、
ひ
と
た
び
君
主
か

ら
そ
の
す
々
れ
た
素
質
と
か
技
何
と
か
を
認
め
ら
れ
、
或
は
職
場
に

お
い
て
抜
群
の
手
柄
を
た
て
る
と
、
主
と
し
て
農
民
出
身
の
傭
兵
で

e
t
b
L
t
l
 

あ
る
正
規
兵
の
階
層
を
と
び
こ
え
て
、
最
上
層
の
騎
士
の
階
級
に
昇

格
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
は
船
長
船
安
定
白
苧

σ出
向
)
や
前

，

ジ

プ

エ

ミ

1
ル

従
(
グ
忠
彦
)
と
な
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
太
守

(
0
5
5
と

う
栴
践
を
輿
え
ら
れ
て
、
じ
っ
さ
い
に
地
方
の
統
治
を
委
さ
れ
た
も

の
も
あ
る
。
か
れ
ら
「
奴
僕
」
は
完
全
な
傭
兵
と
し
て
全
く
の
消
費

者
階
級
で
あ
っ
て
、

そ
の
放
が
増
加
す
る
に
従
っ
て
、
地
租
の
徴
収

が
、
か
れ
ら
の
給
輿
を
支
給
す
る
の
に
足
ら
な
く
な
る
。
そ
こ
で
次

に
は
、
地
租
を
う
み
だ
す
根
源
で
あ
る
土
地
そ
の
も
の
を
「
封
土
」

(
五
百
J

と
し
て
輿
え
る
よ
う
に
な
る
。

「
統
治
の
書
」
に
よ
る
と
、

サ
1
7
1
ン
朝
お
よ
び
ガ
ス
ナ
朝
に
あ
っ
て
は
、
「
奴
僕
L

を
ふ
く
め

ヲ
シ
ユ

h
ん

て
」
阜
除
」
に
は
、
「
封
土
を
輿
え
な
か
っ
た
」

(
5
3
n
口
問
仏
MEm百
円
出
)

と
記
さ
れ
て
い
る
が
(
将

J-zg-)、
同
じ
章
の
初
め
に
は
「
封
土

を
も
た
な
い
奴
僕
で
あ
る
ば
あ
い
に
は
、
か
れ
ら
の
〔
給
料
の
〕
金
額

は
公
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
(
山
口
e

お

コ
H

釘

B
凶ロ

ωロ仏

w
m
F
5
3
h

ロ

2
凶
『
自
己
ヨ
凶
-a-mw凶

3
包
E
σ
凶
可
同
仏
削

3
3色

)
(
自

i
F
g
)

グ
ヲ
1
ム

‘

イ
グ

と
あ
っ
て
、
こ
の
こ
ろ

(
1セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
)
「
奴
僕
」
で
あ
っ
て
「
封

タ土
」
を
所
有
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
か
く

- 74ー

セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
に
い
た
っ
て
、
「
封
土
」
を
経
済

的
な
地
盤
と
し
た
一
種
の
、封
建
制
度
が
西
ア
ジ
ア
に
出
現
す
る
が
、

の
ご
と
く
に
し
て
、

そ
れ
ら
の
封
建
領
主
、
即
ち
「
封
土
所
有
者
」
(
自
己
主
ωし
の
う
ち
に

は
「
奴
僕
」
出
身
の
も
の
が
多
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
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-王-冨園
ω
タ
パ
リ
l
の
警
の

カ
P
フ
、
ア
ル
・

7

フ
デ
ィ
l
の
逸
話
を
記
し
た
燦
に
、

カ
リ
フ
が
パ
ス
ラ
へ
赴
い
た
と
き
、
皇
女
ア
ル
・
パ
l
ヌ

l
カ
が
護
衛
の

た
め
男
援
し
て
カ
リ
フ
の
前
を
進
ん
だ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
タ
バ
リ

ー
の
書
は
、
三
の
同

一
の
こ
と
を
二
つ
の
俸
承
に
よ
っ
て
通
複
し
て
記
し

て
い
る
。
そ
の
服
援
は
い
ず
か
の
侮
承
も
、
黒
い
長
袖
の
ガ
ウ
ン
を
纏
い
、

剣
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
黙
に
お

い
て

一
致
し
て
い
る
が
、
一

つ
の
俸
承

は
こ
れ
を
「
奴
僕
」
(
主
同
国
間
ロ
↑
恩
鍬
形
言
釘
包
)
の
い
で
た
ち
で
あ

る
と
述
べ
(
ベ
同
σ
-
U
H
-
-
-
N
-
F
ω
L叶
l
H
∞
)
、
他
の
停
承
は
「
若
者
」

(由
々
帥
ロ

↑

車

鍬
形

p
g
垣
間
ロ
)
の
い
で
た
ち
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
(
E

?

日
品

Ar
A肝

I'm
-
)
0
内
田
内
担
当
帥
ロ
と
い
う
語
は
、
p
t
「
若
く
あ
る
」
の
汲
生
語

で
、
「
若
者
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
も
、
ベ
ロ
宙
ヨ
と

い

う
語
が
本
来
「
若
者
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
語
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

ω
B
E
b
B
5
5
口
容
己
宣
告
-
z
g
e
-
-
空
間
σ
初
旬
己
主
・
〉
手

E
・
】
・
国
・
同
内
叫
曲
目
角
的
・

rM間
色
・
H
S
由
・

ω
こ
白
B
R
i
-
--
自
民
民
同
Z
E
E
-
ヨ
帥
E
E
4
同
富
岡
山
-zご
・
企
g
民
同

g
E
4
C
節
目
5
4
〈
同
研
百
円
-
M
R
w
E
ロ
円
ロ
ヨ
ぞ
呉
ロ
ロ
唱
曲
節
目
ロ
毛
色
Z
'

Z
ロ
ご
(
恒
削
E
S
-
-
ロ
・
串
叩
N
-
H
ω
1
H
A
P
-
)

こ
の
原
文
に
あ
っ
て
は
、

右
の
引

用
文
の
，す

ぐ
前
に
、
〔
ト

ル
コ
人
の
〕
奴
僕
と
ト
ル
コ
人
の
女
奴
殺
の
債
格

が
ω
ω
ω
次

デ
ィ

l
ナ

l
ル
と
い
う
最
高
債
格
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て

い

て
、
右
の
Z
ベ
Z
E
ヨ
吉
=
の
次
に

=
同
Z
C
『
E
Z
を
補
っ
て
よ
む
べ
き

で
あ
る
。
ま
た
=
R
，
『
同
門
H
Z
=
と

2
3コ
可
州
民
=
は
同
格
で
あ

っ
て
、

=『白

oz・-
の
次
に

Z
円
ロ
ヨ
日
百
円
耳
由
自
己
毛
色
】
白
て
:
か
省
略
さ
れ
て
い

る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
右
の
一
句
は
次
の
よ
う
に
解
岨
押
さ
れ
る
。

「
〔
ギ
リ
シ
ア
人
お
よ
び
モ
ー
ル
人
の
〕
奴
隷
で
あ
っ
て
、
〔
こ
の
ト
ル
コ
人

の
〕
奴
僕
の
こ
の
債
格
に
達
し
た
も
の
を
:
:
:
:
私
は
見
な
い
。
ま
た
ギ

り
シ
ア
人
の
女
奴
隷
も
ア
ラ
ビ
ア
人
の
〔
女
奴
隷
〕
も
、
〔
こ
の

ト
ル
コ
人

の
女
奴
隷
の
こ
の
債
格
に
達
し
た
も
の
を
、
私
は
見
〕
な
い
ご
と
。

ω

ω
田H
H
H

目
白
色
'
U
E
〉
E
a
〉
E
〉
-
S
F

云
C
E
E
虫
色
σ
・
〉
F
自
主
σ
・

〉
区
切
回
目
内門
田

-a冨
Z
A
白
色
仏
国
田
町
・
百
件
闘
σ
曲
目
V

印
田
口
氏
'
SA倒
的-g
民
自
曲
目

イ
民
主
白
-
・

2
間
一
一
B
・
E
-
宮
・』
・
《
肢
の
。
叩
]
巾
-
E
包
-
H
S
∞
'
BE
E
-

S
巾
円
出
ー
の
g
句
者
F
O
E
S
〉
『
同
σ
-
no円
ロ
B
H
H
円
・
)

仙
川
出
口
g
S
F
ロ
・
〉
Z

(
〉
古
-
E
F
)
H
Z
N
間
百
三
宮
口
-
c
w
-
ω
E
g
z

Z
回
目
S
・

a-hw門
『
-
H
U
R
n
Z

ュg
ω
円
}
同
色
町
『
・
3
E
E
Fg
t
oロ
白
色
巾

て
開
門
O
】
何
色
町
印

E
口
問
m
w
m四
2

0
ユ巾ロ仲
間
-
巾
曲
三
〈
田
口
丹
巾
回
目
回
目
。
ω
合
同町

〈
o
-
-

〈
ロ
・
〈
ロ
同
・
)
司
同
ユ
師
同
∞
U
H
!
由吋・

。
。

附
①
「
ホ
ラ
l
サ

1
γ

に
あ
っ
て
は
、
駄
験
・
奴
隷

(
E
O
E
)
・
小
努

・
衣

組
そ
の
他
の
必
需
品
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
駄
駄
商
人
が
、
パ
ル
フ
地
方
'か

ら
も
た
ら
さ
れ
る
駄
獣
を
、
奴
隷
商
人
(恒
三
g
R
e
E
企
ρ
)
が
ト
ル

コ
地

方
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
奴
隷
を
:
:
:
」
(
Z
A
-
-
N
∞
Y
N
H
M
∞
M
・
M
・
)
②

「
商

。
。

業
の
意
味
は
、
奴
隷
(吋
白
色
。
)
・
穀
物

・
家
畜

・
武
器
i

・
織
物
な
ど
の
商

品
を
安
く
買
っ
て
高
く
寅
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
を
増
大
し
て
、
利
潤

を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
(
円
σ
ロ

H
同
区
ニ
M
勾
・
5
1
H
N
)
③

「
〔
パ
ア

ラ
ー
ム
王
は
〕
命
令
し
た
。
か
れ
の
所
有
物
を
す
べ
て
財
庫
に
も
ち
来
る

ベ
し
。
か
れ
の
船
酔
た
ち
(
σ
SE
m
削
ロ
)
と
四
足
感
(
同
世
冨
『
'
F
剛
志
ロ
)

を
と
ら
え
て
も
ち
来
る
ベ
し
。
云
々
」
(忽
2
・
Z
曲
目
w
M印
・
51
H
H
・)

州

w.ハ
ッ
カ
ー
ル
・ベ

γ
・
ア
プ
ダ
ッ
ラ
l
は
一
人
の
緯
を
寵
愛
し
、
そ
の
正

妻
は
二
人
の
「
黒
人
奴
隷
」
で
あ
る
「
奴
僕
」
に
命
じ
て
夫
を
殺
さ
せ
た
ハ

「
彼
女
は
彼

(
1パ
ツ
カ
ー
ル
)
が
所
有
す
る
二
人
の
奴
僕

(言

宙

g
包
包
)

〔
邸
ち
〕
二
人
の
黒
人
奴
隷
(
N
S』

Z
F
)
に
向
っ
て
言
っ
た
。
『
か
の
放
務
者

→ 75 -
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は
汝
等
二
入
の
殺
害
を
要
求
し
た
一
志
々
』
と
。
」
(吋白

σ
・
-ZEM-
∞
S
L
・)

ω奴
隷
と
奴
僕
は
と
も
に
金
銭
で
買
わ
れ
た
非
自
由
民
で
あ
っ
て
、
そ
の
出

身
を
同
じ
く
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
奴
隷
(
『
白
企
』
)
の
出
自

を
た
ど
る
こ
と
は
、
同
時
に
奴
僕
(
ベ
巳
宙
ヨ
)
の
そ
れ
を
示
す
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
c

「
〔
ギ
リ
シ
ア
人
(
河
口
ヨ
ル
)
・
ア

ラ
ビ
ア
人
(
宮
巴
毛
色
E
己
)
の〕

奴
隷
で
あ
っ
て
、
〔
ト
ル
コ
人
の
〕
奴
僕
の
こ
の
債
格
に
達
し
た
も
の
」

(
M
M
E
G
--
】
ア
仏
印
N
L
N
1
戸
ω・)。
「
奴
隷
の
多
く
は
、
ス
ラ

ヴ
人

(ω
国
』仙一

-E丹

↑
間
中
歎
形
品
百
円
弘
同

σ)
・
ハ
ザ
ル
人

(
H
R同
門
)
お
よ
び
こ
の
爾
者
に
近
い
種

族
の
奴
隷
、
な
ら
び
に
ト
ル
コ
人
の
奴
隷
で
あ
る
。
」

(EP-
怠
N
・
3

因
み
に
、
ハ
ザ
ル
人
は
カ
ス
ピ
海
沿
岸
に
住
む
種
族
で
あ
る
。

仙

川

〈

O
〕『白岡

g
a・5
ロ
切
担
問
o
c
g
y
-
Z
H
R
〉『白
σ
巾
巾
門
可
色
・
百
円

(
U

・

口
市
内
「
品
目
冊
『
可
巾
円
切
・河・

ω白口開口
5
2
z
.
M
V曲
ユ
師
同
∞
印
印
・

帥
①
「
か
れ
ら

(
l商
人
た
ち
)
は
、
そ
の
〔
商
業
〕
資
本
(
包
包
)
に
お
け
る
利

。
。
。

潤
を
失
い
、
ま
た
わ
ず
か
な
利
潤
し
か
後
見
せ
ず
、
か
れ
ら
の
〔
商
業
〕
賞

。
本

(
「
矢
印
白
自
宅
包
)
を
消
耗
し
、
か
れ
ら
の
境
泌
が
貧
困
と
窮
乏
へ
鱒
落

す
る
。
」
(
H
白
-
p
-
ω
2・)
②

「
〔
航
海
が
お
わ
っ
た
の
ち
〕
そ
の

(
lイ
γ

ド
で
購
入
し
た
物
資
)1
一9

が
分
配
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
〔
出
費
者
の
〕
各

。
。
。
。

人
に
と
っ
て
、
か
れ
の
〔
商
業
〕
資
本
(
円
白
.
回
自
巴
)
の

1
一刊
の
利
余
が
あ

っ
た
。
(同
CSσ
ぷ
』
包
乞
ヶ
国

5
門戸

ωω
・)

。
。
。
。

帥
「
こ
の
利
潤
〔
の
率
〕
は
、
〔
商
業
〕
資
本
(
白
色
白
ナ
ヨ
巴
)
へ
の
聞
係
に
お
い

、

て
は
、
も
た
ら
さ
れ
る
〔
額
〕
は
少
い
。
但
し
、
も
し
〔
商
菊
〕
資
本
(
ヨ
包
)

が
多
い
ば
あ
い
に
は
、
そ

の
利
潤
も
大
き
い
。
(
H
釦
亘
よ

ω
。ω・)

幽

「
私
は

一
商
人
で
あ
る
。
訟
の
仕
事
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
海
上

。
。
。
0

・
陸
上
に
お
い
て
仕
事
を
し
、
少
し
の
〔
商
業
〕
資
本
(
ヨ
白
百
F
F

目白『

ヨ
印
可
一時
宮
)
を
も
ち
、
一

つ
の
町
で
買
っ
た
品
物
を
他
の
町

へ
巡
ん
で
斑
り
、

少
し
の
利
金
に
満
足
し
て
い
ま
す
。
」
(
切
回
目
?

Z
白
H
d
・-
N
M
-
3
1
N
H
・)

帥

ヨ

c
r同門田
σ
(解
放
奴
隷
)
と
い
う
語
は
、
「
帳
消
し
に
さ
れ
た
も
の
」
と

い
う
原
義
を
も
ち
、

}SSσ
白
(
書
く
)
の
第
三
型
源
生
動
詞

-6gσ
同
(相

互
に
書
く
)
げ
受
動
分
詞
で
、
後
日
の
誼
織
の
た
め
、
お
互
に
そ
の
こ
と

を
文
申
告
に

番
い
て
確
認
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

。
。

帥

「
マ
l
ワ
ラ
l
ア
ン
ナ
フ

ル
に
お
い

て
奴
隷
(
『

2
5
)
が
す
ぐ
れ
て
い
る

。。

の
は
、
サ
マ
ル
カ
ン

ド
の
教
育
会
民
玄
可
白
同
)
の
た
め
で
あ
る
。
」
(
包
白
ロ
』
・
・

ロ-
s
p
N
H
I
N
N
-
)
。

サ
l

マ
l
ン
朝
治
下
の
マ

l
ワ
ラ
l
ア
ン
ナ
フ
ル
に

お
け
る
文
化
の
中
心
地
の
一
つ
で
あ
る
+
マ
ル
カ
ン
ド
の
奴
隷
は
、
そ
の

教
養
が
あ
る
と
い
う
慰
で
有
名
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
サ
マ
ル
カ
ン
ド
に

お
い
て
は
、
か
れ
ら
奴
隷
が
寅
ら
れ
る
ま
で
に
み
っ
ち
り
教
え
こ
ま
れ
る

「
教
育
」
の
た
め
で
あ
っ
た
A

帥
ホ
ラ
l
サ
l
ン
の
南
、部、

イ
ン
ド
と
の
園
境
に
近
い
ザ
ウ
リ
ス
タ

ー
ン

N
曲
三

B
Sロ
に
定
住
し
た
ア
ラ
ブ
系
の
一
都
族
。
の
ち

ト
ル
コ
マ

l
ン
と

混
浴
し
、
中
央
ア
ジ
ア
の
諸
王
朝
に
有
能
な
将
軍
た
ち
を
供
給
し
た
。
イ

ン
ド
の
奴
隷
王
朝
に
仕
え
、
ベ
ン
ガ
ー
ル
、
ピ
ハ

l
ル
を
征
服
し
、
パ

l

-
フ
、
セ
l
ナ
雨
王
朝
を
ほ
ろ
ぼ
し
た
ム
ハ
ン
マ

y

ド

・
イ
プ
ン
・
パ
フ
テ

イ
ア
l
ル

Z
E
E
B
B白
ι
5ロ
切
m
w
H
Z
帥
「
は
こ
の
種
族
の
出
身
で
あ
る

(
ω
Z
?
Z酌
g--
同司白
ι・司曲吋

nF・
ω
n
y丘
町
「
・
同
V

同
『
一
回
戸
∞
由
一w-
-
Y
H
品N
・ロ

N
・
)

紛
「
ト
ル
コ
マ
l
ン
た
ち
に
よ
っ
て
、
〔
王
朝
に
〕
苦
痛
が
ひ
き
お
こ
さ
れ
、

か
れ
ら
の
敏
も
き
わ
め
て
多
か
っ
た
が
、
こ

の
王
朝
邑(
セ
ル
ジ

ユ
吋
P
朝
)

に
附
し
て
か
れ

ら
は
徽
利

(qze
を
も
つ

に
い
た

っ
た
。
そ
の
理
由
は
、

王
朝
の
創
始
に
あ
た

っ
て
、
か
れ
ら
が
多
く
の
奉
仕
(
H
巾
仏
ヨ
白
丹
)
を
な
し、

苦
し
み
を
な
め
た
か
ら
で
あ
る
。
」
(
回
目
ケ

Z
帥
5
・・

O
AF-ω
l
m
・}

こ
れ
は

- 76ー
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セ
ル
ジ
ユ

ノ
ク
朝
の
こ
と
を
い
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
が
、
そ
の
他
の
主
籾

回
つ
い
て
も
向
様
の
こ
と
が
J

ト
え
る
。

開
イ
プ
ン
・
ハ
ウ
カ
ル
の
地
理
書
の
マ
l
ワ
ラ
l
ア
ン
ナ
フ
ル
の
僚
に
、
「
王

。
。

の
軍
除
(
』
ミ
ロ
刷
↑
皐
鍬
形
吉
田
開
)
は
、
奴
隷
(
自
由
自
己
ロ
主
と
し
て
の

。

。

。

。

ト
ル
コ
人
で
あ
っ
て
、
玉
の
財
産
(
ヨ
間
目
)
と
し
て
の
奴
隷
(
三
宮
)
の
身

分
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
」
(
恒
山
口
門

γ
戸
AFJ可
Y

AP
-)と
あ
る
ト
ル
コ
人
の

奴
隷
軍
隊
は
、
奴
僕
を
根
幹
と
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

呂
田
自
己
回
目
内
(
復
放
形
ヨ
由
B
G
E
宵
ロ
ロ
同
)
と
い
う
語
は
、
自
何
回
一
回
目
両
国
(
所

J

有
す
る
)
の
受
動
分
詞
の
形
で
、
「
所
有
せ
ら
れ
る
も
の
L
と
い
う
原
義
を

も
ち
、
所
有
主
の
財
産
と
し
て
所
有
さ
れ
る
奴
穀
、
と
り
わ
け
白
人

・
ト

ル
コ
人
の
奴
隷
を
表
し
た
語
で
あ
る
。

制
藤
本
勝
次
「
カ
リ
フ
・
ム
ウ

タ
シ
ム
と

ト
ル
コ
奴
殺
丘
ハ
」
(
「
石
演
先
生
士
同

稀
認
念
東
洋
皐
論
叢
」
所
収
)
四
九
七
頁
及
五

O
O頁
所
引
の
ヤ
l
p
r

ピ

l
一の

「
諸
園
誌
」
の
記
載
を
参
照
。

、，

帥
「
義
勇
兵
」
と
謬

し

た

=
g
E
g
d
〈
唱
主
忌
=
と
い
う
韮
聞
は
、
ア
ラ
ビ
ア

韮
聞
の
動
詞
z
g
a
白
=
「
服
従
す
る
」
の
第
五
却
一
波
生
動
詞
=
仲
間
宮
唱
唱
曲
ぽ
=一

「
喜
ん
で
服
従
す
る
」
の
行
録
者
名
調
(
複
数
形
)
で
、

「
喜
ん
で
叩
服
従
す

る
者
」
と
い
う
原
義
を
も
ち
、
ふ
つ
う
「
志
願
兵
」
「
義
勇
兵
μ
を
あ
ら
わ

す
。
イ
ス
ラ
l
ム
教
の
た
め
殉
教
す
る
こ
と
を
ね
が
い
、
す
す
ん
で
志
願
町

し
た
園
境
防
備
の
兵
士
を
表
す
語
(
切
ω
匂
三
巾
♂
回
・
国
-
。
・
・
ω
・
色
。
ロ
-

Z
・
口
忠
告
照
。
)。
こ
の
よ
う
な
圏
境
の
守
備
除

2
5
口
出
丹
)
に
つ
い
て
は
、

ρロ
且
同
g
p
問
符
問
σ
白
「
H
R
旦
・
∞
・
。
・
〉
」
〈
o
-
-
〈
H
-
u
-
N叩
ω
L
-
・
叶
llH由一

回u・

M
2・
ロ
-
Z
i
H
∞
一
司
・

M
g
-
=・
一ωふ・

参
照
。

帥
相
内
山
制
吉
岡
自
由
}
内
】
〉
吋
S
H
印
刷
門
戸

M
V

同日】白}内凶ロ・開円四・

0
・
u-司
・
ω
同
三
g
p

切
O
B
σ
白
山
、
同
町
山
田
町
-
H
〈
噌
ω
山
〈
噌
回
一
〈
ア
N
一
回
一
H
∞
一
の
円
・
切
釦
ロ
門
同
回
目
己
仰
P

叩《凶・問、『・
0
.
〉ロ

rz出血「
5
.
∞
o
g
σ
白
回
、

5
0∞
.
日
ω
Y
∞
l
u
u
N
H
a‘
白

l寸・

8
B
(↑
〉

-t円
・
名
曲
目
白
l
「
寧
除
」
)
も
問
ロ
ロ
仏
(
↑
〉
司
自
・
間
口
口
門
前

「
幣
」
「
部
隊
」
)
も
と
も
に
「
部
隊
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

的
。
R
E
g
ω
2
・
F
d
B
H
V
H
B
色
目
的
E
g
g
-
骨
∞
・
4

由

u・

s・
サ
l
サ
l

γ
朝
の
軍
隊
に
お
い
て
部
隊
の
大
い
さ
を
表
わ
す
車
位
の
う
ち
、
最
大
の

も
の
は
間
ロ
ロ
ι
で
あ
っ
て
、
そ
の
部
隊
の
長
は

mzロ
仏
師
同
広
岡
と
よ
ば
れ

た
。
ι
g
岡
山
は
よ
り
小
さ
い
単
位
で
あ
っ
て
、
こ
の
部
隊
は
そ
れ
ぞ
れ
自

己
の
軍
吹
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
語
は
「
雄
旗
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
れ
が
さ
ら
に
細
分
さ
れ
た
も
の
が
毛
印
刷
仲
で
あ
る
。

働
ア
ル
・
マ
ス
l
デ

ィ
ー
と
・
ζ
g
d
e
に
み
え
る
同
一
の
物
語
に
お
い
て

は
、
「
軍
隊
の
ご
と
く
〔
全
能
の
〕
紳
に
属
す
る
も
の
、
そ
は
蜜
に
お
い
で

あ
る
」
(
山
口
口
同
民
自
己
幽
玄
』
ロ
ロ
色
白
ロ
出
て
白
白
血
一
Z
)

と
み
え
て
い
る
。

M
W
イ
プ
ヌ
ル
・
モ
カ
ッ
プ
ア
の
警
に
は
、
「
歩
兵
」
(
日
阻
止
問
ロ
】
国
側
町
田
円
聞
)
・

「
戦
士
」
(
g
c
s
同
邑
)
・
「
騎
兵
」
(
包

B
Z
)
が
併
記
さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ

一
節
に
お
い
て
、
こ
の
三

つ
を

「
戦
士
」
に
よ

っ
て
代
表
さ
せ
て
い
る

(
℃
-
N
N
由
L
-
H
H
)
。
つ
ま
り
「
戦
士
」
は
「
歩
兵
」
主
「
騎
兵
」
主
を
ふ

ミ
む
よ
り
庚
い
意
味
で
の
「
戦
士
」
を
表
わ
す
車
問
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

こ
の
ζ

と
を
傍
登
す
る
の
は
、
同
じ
モ
カ
ッ
フ
ア

の
蓄
に
、
社
舎
の
階
層

を
四
つ
に
分
け
て
記
し
て
い
る
記
載
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
第
二
の
階

層
と
し
て
「
戦
土
L
(
B
C
A
削
巴
)
の
階
層
が
あ
げ
ら
れ
、
「
戟
の
人
々
」

(
呂
同
『
品
問
ロ
ム
}
内
問
『
N
附
『
)
と
近
世
ベ
ル
シ
ア
垣
間
で
読
明
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
寸
白
か
れ
ら
は
騎
士
宮
口
者
間
円
)
と
歩
兵
な
ぞ
帥
弘
喜
)
の
二
つ
に
分

割
さ
れ
る
」
(
℃
・
N
H
A
F
-
-
-
A
H
・
)
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
撚
士
」
の
階

層
は
、
ア
ヴ
ェ
ス
タ
に
み
え
る
四
つ
の
階
層
の
う
ち
、
第
二
の
「
戟
土
」

(
同
『
仲
間
仰
笛
円
)
の
階
層
(
ペ
窓
口

P

5
・
H
斗
)
を
ア
ラ
ビ
ア
語
の
革
開
業
を
借
り

一77-
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で
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ザ

l
サ
l
ン
朝
時
代
に
あ
っ
て
は
、

こ
の
「
戦
士
」
が
「
騎
士
」
と
「
歩
兵
」
に
分
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た

も
の
で
あ
る
。
(
宮
可帥
円山由『】

は
中
世
ベ
ル
シ
ア
語
の

匂
m
E
ベ帥
H
M

「
歩
丘
〈
」
の

近
世
ベ
ル
シ
ア
語
形
。
)
「
騎
士
」
の
身
分
は
サ

l
サ
l
ン
朝
の
滅
亡
に
よ

っ
て
消
滅
し
、

イ
ス
ラ
l
ム
史
料
に
み
え
る

=
5
耳
町
=
(
↓
復
鍬
形

釦
印
帥
舌
『
え
)
(
ア
ラ
ビ
ア
語
形
)
、
=
g
d
〈
肺
門
=
(
近
世
ベ
ル
シ

ア
語
形
)
は
、

「
歩
兵
」
に
相
到
す
る
「
騎
丘
亡
の
意
味
で
っ
か
わ
れ
て
い
る
。
(
サ
l
サ
l

ン
朝
以
前
の
こ

と
を
記
し
た
イ
ス

ラ
l
ム
史
料
は
除
く
。
)
「
千
騎
の
騎
兵

(
印
己
宅
問
)
と
少
数
の
歩
兵

(
匂
ぞ
包
岳
)
」

(ωE
-
Z
E
M
--
g
p
h串・)。
「
奴

僕
(
ベ
ロ
】
即
日
)
・
奴
隷

(σ
山
口
円
凶
町
宮
)
よ
り
成
る
二
百
の
騎
兵
(
凹
ロ
者
同
門
)
」

(
芹
V
E
-
-
H
O
N
-
H
M
l
H
ω

・)
な
ど
は
そ
の

一
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
イ
ス

ラ
l

ム

史
料
に
み
え
る

「
戦
士
」
は
「
騎
兵
」
と

「
歩
兵
」
を
ふ
く
む
よ
り
庚
い

「
戦
士
」
と
い
う
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
中
世
ベ
ル
シ
ア
語
史

料
に
あ
っ
て
は
、
的
℃
仰
げ
と
い
う
語
は
同
門
仲
間

r
R
(戦
士
)
と
お
な
じ
く
、

騎
士
も
歩
兵
も
ふ
く
め
て
「
軍
兵
」
と
い
う
窓
味
で
っ
か
わ

れ
て
い
る
。

印℃帥}回目

σ
E
F
(戦
士
長
)
は
ま
た
白
ユ
刷
仰
円
肺
門
帥
ロ
白
印
包
同
門
と
も
い
わ
れ
る
。

ま
た
「
戦
士
」
(
白
円
円
削
加

g
H「
)
で
あ
っ
て
、
同
時
に
「
軍
将
」
(
回
目
】
帥

y
'
Z
Z帥『)

で
あ
る
事
例
が
あ
る
(
の
円
・
切
ロ
ニ

Nω
印

-
H
N
・)。

そ
し
て
団
司
帥
町
は
特
に

曲師
〈
凶
『
帥
ロ
(
騎
士
)
を
表
し
て
い
る

と
お
も
わ
れ
る
事
例
が
あ
る
(
「
ア
ル

。
。

タ
フ
シ
ェ

l

ル
は
多
く
の
箪
丘
ハ
印
刀
仰
げ
を
軍
将
岳
町
一
一
-fu白
ゲ
附
ロ
と
と

4

も

に
、
キ

ル
ム
と
の
戦
い
に
源
遣
し
た
。

l
l
中
略
|
J
〔キ

ル
ム
の
軍
兵
は

0

0

・

峡
谷
に
隠
れ
た
〕
そ
し
て
ア
ル
タ

7

シ
ェ
l
ル
の
騎
士
た
ち

曲
師
〈
帥
吋
同
ロ

は

〔
そ
の

こ
と
を
〕
知
ら
な
か
っ
た
。
」

関
口
・・
〈
ア
叶
J
由・)
。
し
か
る
と
き
は

イ
ブ
ヌ
ル
・
モ
カ

ッ
フ

ア
の
記
載
に
み
え
る

B
R仏
同
ロ
ム
訂
仰
宮
『
刷

「
軍

隊
の
人
々
」
は
主
と
し
て
「
歩
兵
」
を
表
わ
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。

帥
脚
』
ロ
ロ

ι
の
語
源
で
あ
る
ア
ラ
ビ
ア
語
の
動
詞
首
ロ
ロ
邑
曲
は
「
軍
隊
?
集

め
る
」
(
』
田
口
口
仰
向
日
白
』
ロ
ロ
ロ
《
宇
田
口
)
と
い
う
意
味
を
も
っ
語
で
あ
る
。

こ
の

動
詞
の
第
五
型
源
生
動
詞

C
Vロ
ロ
白
色
白

が
「
〔
兵
士
を
〕
志
願
す
る
」
と

い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

]ロロ

ι
は
一

般
の
住
民
か
ら
徴
集
し
た
い
わ
ば
「
志
願
兵
」
と
も
い
う
べ
き
性
格
を
も

つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
じ
っ
さ
い
に
は
、
人
民
が
み
ず
か
ら
「
志
願
し

た
の
で
は
な
く
、
上
か
ら
強
制
的
に
「
志
願
さ
せ
ら
れ
た
」
の
で
あ
っ
て
、

ア
ラ
ビ
ア
需
の
第
五
型
仮
生
動
認
は
、
原
形
の
動
詞
の
受
身
を
強
め
た
意

味
を
原
義
と
し
て
も
っ
て
い
る
。
従
っ
て
件
同
]
白
ロ
ロ
白
色
白
と
い
う
源
生
動

詞
は
「
強
制
的
に
徴
集
さ
れ
る
」
と
い
う
意
味
を
、
こ
と
ば
の
袈
に
も
っ

て
い
る
。
こ
れ
か
ら
み
て
も
、
]
ロ
ロ
仏
は
住
民
の
う
ち
か
ら
強
制
的
に
兵

役
に
徴
集
さ
れ
た
「
歩
兵
」
の
部
隊
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

- 78ー

【
附
記
】

本
稿
は
昭
和
三
十
三
年
度
の
東
北
大
串
に
お
け
る
特
殊
鱗
義
ノ

l
ト
の
一
節

に
手
を
加
え
た
も
の
で
、
い
ま
だ
充
分
な
推
曲
献
を
経
ざ
る
ま
ま
設
表
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
イ
ン
ド
の
奴
殺
王
朝
に
お
け
る
同
じ
よ
う
な
奴
穀
物
宋
闘
の
性

格
に
つ
い
て
は
、

荒
松
雄
助
教
授
の
融
制
緩
な
研
究
が
相
次
い
で
公
に
さ
れ、

ま
た
畏
友
藤
本
勝
次
助
教
授
の
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
に
お
け
る
奴
隷
軍
隊
に
つ
い

て
の
努
作
が
設
表
さ
れ
、
教
え

ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多

い
。
ま
た
東
洋
文
庫
所

識
に
か
か
る
「
シ
ヤ
l
サ
ッ

ト
・
ナ
l

メ
」
の
複
潟
に
つ
き
岩
井
大
慈
主
事

の
御
庇
意
を
う
け
た
。
謝
意
を
表
し
た
い
。


